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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微生物を濃縮するためのプロセスであって、
　（ａ）ランタン／炭酸塩含有物質の複数の粒子を含む濃縮剤を提供する工程であって、
前記濃縮剤の、ランタンに対する炭素の重量比が少なくとも０．０５である、工程と、
　（ｂ）前記微生物を含む液体試料を提供する工程と、
　（ｃ）前記濃縮剤を前記液体試料と接触させる工程と、
　（ｄ）前記微生物を前記濃縮剤と結合させて、結合した微生物を形成する工程と、を含
む、プロセス。
【請求項２】
　前記結合した微生物が生存状態にある、請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記濃縮剤が多孔質マトリックスを更に含み、
　前記複数の粒子が、前記多孔質マトリックスの表面上に分散されるか、前記多孔質マト
リックスの全体にわたって分散されるか、又は前記多孔質マトリックスの表面上及び全体
にわたって分散される、請求項１又は２に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記濃縮剤が、炭酸ランタン、オキシ炭酸ランタン、水酸化炭酸ランタン、又はこれら
の混合物を含む、請求項１～３のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項５】
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　（ａ）ランタン／炭酸塩含有物質の複数の粒子を含む濃縮剤であって、ランタンに対す
る炭素の重量比が少なくとも０．０５である、濃縮剤と、
　前記濃縮剤に結合した微生物と、を含む物品。
【請求項６】
　前記微生物が生存状態にある、請求項５に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１２年６月５日に出願された米国特許仮出願第６１／６５５，６０１号
の利益を主張するものであり、その開示の全容を本明細書に参照として援用する。
【０００２】
（分野）
　微生物の濃縮剤、濃縮剤を含む物品、及び微生物を濃縮するためのプロセスを提供する
。
【０００３】
（背景）
　微生物汚染による感染が大きな問題となっている。このため、様々な臨床試料、食品試
料、環境試料、及び他の種類の試料中の微生物の存在についてアッセイすることにより、
存在する微生物を特定及び／又は定量化することがしばしば望まれるか又は必要とされる
。特定の微生物の存在を検出する能力は、分析される試料中の微生物の濃度にしばしば依
存する。
【０００４】
　例えば、濾過、クロマトグラフィー、遠心分離、重力沈降法などの様々な物理的濃縮法
が、異なる微生物を非特異的に捕捉するために使用されてきた。これらの物理的濃縮法は
、速度、コスト（例えば、公知の方法の少なくとも一部のものは、高価な機器、材料、及
び／又は熟練した技術者を必要とする）、試料の要求条件（例えば、試料の性質及び／又
は体積の制限）、空間的要求条件、使いやすさ（例えば、公知の方法の少なくとも一部の
ものは、複雑な多段階のプロセスを必要とする）、現場での使用の適性、有効性、又はこ
れらの組み合わせにおいて異なり得る。異なる金属水酸化物及び／又は金属酸化物のよう
な無機材料が、例えば、国際公開第２００９／０４６１８３　Ａ１号（Ｋｓｈｉｒｓａｇ
ａｒ）、同第２００９／０４６１９１　Ａ２号（Ｋｓｈｉｒｓａｇａｒ）、同第２００９
／０８５３５７　Ａ２号（Ｋｓｈｉｒｓａｇａｒ）、同第２０１０／１１４７２５　Ａ１
号（Ｋｓｈｉｒｓａｇａｒ）、同第２０１０／１１４７２７　Ａ１号（Ｋｓｈｉｒｓａｇ
ａｒ）、及び同第２０１１／０７９０３８号（Ｋｓｈｉｒｓａｇａｒ）に述べられるもの
など、これらの方法の特定のものにおいて微生物の濃縮剤として使用されている。
【０００５】
（概要）
　微生物（例えば、細菌株、真菌、酵母、原生動物、ウイルス、及び細菌の芽胞）の非特
異的濃縮に適した新規な濃縮剤が望まれており、本明細書において提供されるものである
。更に、本濃縮剤を含む物品、及び本濃縮剤を使用して微生物を濃縮する方法が提供され
る。本濃縮剤は、ランタン及び炭酸塩の両方を含有する。
【０００６】
　本濃縮剤を使用して、病原性微生物などの微生物の濃度を検出に適したレベルにまで高
めることができる。本濃縮剤は、速やかで安価かつ簡単な（複雑な装置又は手順を伴わな
い）各種微生物を濃縮する方法を提供するものである。本濃縮剤は、様々な試料マトリッ
クス、様々な細菌量、及び様々な試料体積といった様々な条件下で効果的に使用すること
ができる。
【０００７】
　第１の態様では、微生物を濃縮するためのプロセスが提供される。このプロセスは、ラ
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ンタン及び炭酸塩の両方を含有する濃縮剤を提供する工程を含む。濃縮剤は、ランタンに
対する炭素の重量比が少なくとも０．０５である。プロセスは、微生物を含有する液体試
料を提供する工程、及び濃縮剤を液体試料と接触させる工程を更に含む。プロセスは、微
生物を濃縮剤と結合させて、結合した微生物を形成する工程を更に含む。
【０００８】
　第２の態様では、濃縮剤と、濃縮剤に結合した微生物とを含む物品が提供される。本濃
縮剤は、ランタン及び炭酸塩の両方を含有する。濃縮剤は、ランタンに対する炭素の重量
比が少なくとも０．０５である。
【０００９】
　第３の態様では、濃縮剤と多孔質マトリックスとを含む物品が提供される。本濃縮剤は
、ランタン及び炭酸塩の両方を含有する。濃縮剤は、ランタンに対する炭素の重量比が少
なくとも０．０５である。濃縮剤は、多孔質マトリックスの表面上に、多孔質マトリック
スの全体に、又はこれらの組み合わせで分散される。
【００１０】
　濃縮剤、多孔質マトリックス中に濃縮剤を含む物品、及び濃縮剤を使用して微生物を濃
縮するプロセスが提供される。より詳細には、濃縮剤は、ランタン及び炭酸塩の両方を含
有するものである。濃縮剤は、微生物を濃縮又は捕捉するために使用することができる。
濃縮剤は、一般的にいずれの特定の微生物の株、種、又はタイプにも特異的ではなく、し
たがって試料中の微生物の集団全体の濃縮に用いることができる。特定の微生物を、その
特定の微生物を対象とする任意の公知の検出方法を使用して、捕捉された微生物集団の中
から検出することができる。
【００１１】
　「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」、及び「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ」なる用語は、互換
可能に使用されるものである。
【００１２】
　「及び／又は」なる用語は、列記された要素の一方又は両方を意味するものである。例
えば、Ａ及び／又はＢとは、Ａ単独、Ｂ単独、又はＡ及びＢの両方を意味するものである
。
【００１３】
　「含む（comprises）」なる用語及びその変化形は、説明文及び請求項で使用される場
合、限定的な意味を有するものではない。
【００１４】
　数値範囲には、その範囲の端点及びその範囲内のすべての数値が含まれる。
【００１５】
　濃縮剤は、ランタン及び炭酸塩の両方を含有する。濃縮剤の、ランタンに対する炭素の
重量比は、少なくとも０．０５、少なくとも０．０６、少なくとも０．７、少なくとも０
．８、少なくとも０．９、又は少なくとも０．１０である。ランタンに対する炭素の重量
比は、多くの場合、０．２０以下又はそれよりも高い値、０．１８以下、０．１６以下、
０．１５以下、０．１４以下、又は０．１３以下である。ランタンに対する炭素の重量比
は、多くの場合、０．０５～０．２０の範囲、０．０５～０．１８の範囲、０．０５～０
．１６の範囲、０．０５～０．１４の範囲、０．０６～０．１４の範囲、又は０．０８～
０．１４の範囲である。
【００１６】
　濃縮剤中の炭素は、濃縮剤中に含まれる炭酸塩に多くの場合由来する。炭酸塩のモル数
に対するランタンのモル数の比は、通常、少なくとも０．３である。この比は、多くの場
合、少なくとも０．４、少なくとも０．５、又は少なくとも０．６である。この比は、多
くの場合、５以下、４以下、３以下、又は２以下である。例えば、炭酸塩のモル数に対す
るランタンのモル数の比は、０．３～５の範囲、０．４～４の範囲、０．４～３の範囲、
０．５～３の範囲、又は０．５～２の範囲であり得る。
【００１７】
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　濃縮剤中のランタン及び炭酸塩は、多くの場合、各種のランタン／炭酸塩含有物質の形
で存在する。本明細書において使用するところの「ランタン／炭酸塩含有物質」なる語句
は、ランタン及び炭酸塩の両方を含有する物質のことを指す。ランタン／炭酸塩含有物質
としては、例えば、炭酸ランタン、オキシ炭酸ランタン、水酸化炭酸ランタン、及びこれ
に類するもの、並びにこれらの混合物が挙げられる。これらのランタン／炭酸塩含有物質
は、いずれも無水物形、水和物形、又はこの両方の形で存在することができる。炭酸ラン
タンの水和物形は、多くの場合、式：Ｌａ２（ＣＯ３）３・ｘＨ２Ｏ（式中、ｘは、２～
８の範囲、４～８の範囲、又は３～６の範囲の数など、８以下の数である）により表され
る。例えば、水和物形の炭酸ランタンとして、Ｌａ２（ＣＯ３）３・４Ｈ２Ｏ又はＬａ２

（ＣＯ３）３・８Ｈ２Ｏがある。炭酸ランタンの無水物形は、通常、式：Ｌａ２（ＣＯ３

）３により表される。オキシ炭酸ランタンの水和物形は、多くの場合、式：Ｌａ２Ｏ（Ｃ
Ｏ３）２・ｙＨ２Ｏ又はＬａ２Ｏ２ＣＯ３・ｚＨ２Ｏ（式中、ｙ及びｚは、それぞれ独立
して、１～４又は２～４の範囲の数など、４以下の数である）により表される。オキシ炭
酸ランタンの無水物形は、多くの場合、式：Ｌａ２Ｏ（ＣＯ３）２又はＬａ２Ｏ２ＣＯ３

により表される。水酸化炭酸ランタンの無水物形は、多くの場合、式：Ｌａ（ＯＨ）（Ｃ
Ｏ３）により表される。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、濃縮剤は、酸化ランタンを含有しない。他の実施形態では、
濃縮剤は、２０重量％以下の酸化ランタンを含む。例えば、濃縮剤は、１０重量％以下、
５重量％以下、２重量％以下、又は１重量％以下の酸化ランタンを含有し得る。酸化ラン
タンがいくらか存在していたとしても、濃縮剤中の炭酸塩のモル数に対するランタンのモ
ル数の比は、依然として、０．３～５の範囲である。
【００１９】
　濃縮剤は通常、粒子を含む。換言すると、濃縮剤中のランタン／炭酸塩含有物質は、多
くの場合、複数の粒子の形である。これらの粒子は任意の望ましいサイズを有し得るが、
粒子の平均サイズ（すなわち最大寸法の平均の大きさ）は、通常、１００μｍ以下、７５
μｍ以下、５０μｍ以下、４０μｍ以下、３０μｍ以下、２０μｍ以下、又は１０μｍ以
下である。粒子は通常、１μｍよりも大きい、２μｍよりも大きい、又は５μｍよりも大
きい平均粒径を有する。例えば、粒子の平均直径は、１～１００μｍ、１～７５μｍ、１
～５０μｍ、１～２０μｍ、又は１～１０μｍの範囲であり得る。
【００２０】
　ランタン／炭酸塩含有物質の粒子は、任意の形状を有し得る。いくつかの実施形態では
、粒子は小平板状の形態を有する。すなわち、粒子の３つの次元（すなわち、ｘ方向、ｙ
方向、又はｚ方向）の１つが他の２つの次元よりも大幅に小さいものである。例えば、ｚ
方向は、他の２つの次元の２０％未満、１０％未満、５％未満、２％未満、又は１％未満
であってよい。他の実施形態では、粒子はほぼ球状である。球状の形態は、１個の粒子又
は個々の粒子の凝集体及び／又は集合体より生じ得る。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、ランタン／炭酸塩含有物質は、明確に定義されたＸ線回折パ
ターンを有する結晶性物質を含む。他の実施形態では、ランタン／炭酸塩含有物質は、ピ
ークがないか又はブロードピークのみを示すＸ線回折パターンを有する非晶質物質を含む
。更なる他の実施形態では、ランタン／炭酸塩含有物質は、無秩序な結晶配列、小結晶領
域、又はその両方の存在を示すＸ線回折パターンを有する。このようなＸ線回折パターン
は、ブロードなピークのみ、又はシャープなピークとブロードなピークとの組み合わせを
有し得る。
【００２２】
　任意の適切な方法を使用してランタン／炭酸塩含有物質を調製することができる。いく
つかの実施形態では、ランタン／炭酸塩含有物質は、水溶性炭酸塩、水溶性重炭酸塩、又
はこれらの混合物を水溶性ランタン塩に加えて沈殿物を形成することによって調製される
。適切な水溶性ランタン塩としては、これらに限定されるものではないが、塩化ランタン
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、硝酸ランタン、酢酸ランタンなどが挙げられる。適切な水溶性炭酸塩及び／又は重炭酸
塩としては、これらに限定されるものではないが、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、
炭酸カリウム、重炭酸カリウム、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウムなどが挙げられ
る。反応混合物中のランタンのモル数に対して等量又は過剰量の炭酸塩及び／又は重炭酸
塩が、通常、加えられる。
【００２３】
　ランタン塩への炭酸塩及び／又は重炭酸塩の添加速度及び反応温度（例えば室温～１０
０℃）を調整することにより、ランタン／炭酸塩含有物質の沈殿粒子の粒径を変化させる
ことができる。通常、添加速度が遅いほど、又は反応温度が高いほど、大きな粒子が形成
される傾向がある。更に、ｐＨを調整して反応速度を変化させることができる。一般的に
、ｐＨを高くすると反応速度は低くなる傾向がある。例えば、炭酸塩及び／又は重炭酸塩
と水酸化物イオンとの混合物を含有する緩衝液の使用によって所望のｐＨを得ることがで
きる。更に、すべての炭酸塩及び／又は重炭酸塩の添加後に反応温度を高温（例えば５０
℃～１００℃の範囲など、５０℃よりも高い温度）に保持することを利用して、平均粒径
を増大させるか、粒度分布を狭くするか、又はこの両方を行うことが可能である。
【００２４】
　ランタン／炭酸塩含有物質の粒子は、濾過又は他の任意の適切なプロセスによって沈殿
後に反応混合物から回収することができる。回収された粒子は、多くの場合、水で洗浄す
ることによって、反応混合物中に使用されるあらゆる余分な炭酸塩及び／又は重炭酸塩、
あらゆる残留するランタン塩の対イオン、及びあらゆる残留する炭酸塩及び／又は重炭酸
塩の対イオンを除去される。回収された粒子は、室温、又は１００℃以下、１２５℃以下
、若しくは１５０℃以下の温度などの高温で乾燥することができる。得られるランタン／
炭酸塩含有物質は、多くの場合、炭酸ランタンの水和物形であるが、水和物形のオキシ炭
酸ランタン、水和物形の水酸化炭酸ランタン、又はこれらの混合物などの他の物質も含み
得る。
【００２５】
　沈殿させたランタン／炭酸塩含有物質には更に熱処理（例えば焼結）を行うことができ
る。例えば、沈殿させたランタン／炭酸塩含有物質は、少なくとも１５０℃、少なくとも
２００℃、又は少なくとも２５０℃の温度で加熱処理（例えば焼結）を行うことができる
。加熱処理温度の上限は、通常、熱処理した物質の少なくとも大部分がランタン／炭酸塩
含有物質となるように選択される。すなわち、熱処理温度の上限は、熱処理した物質の２
０重量％未満が酸化ランタンであるように選択される。更に、微生物の捕捉速度は、約５
００℃よりも高い温度で焼結された濃縮剤では低下する傾向がある。熱処理温度の上限は
、通常、５００℃以下、４５０℃以下、又は４００℃以下である。焼結温度は、通常、１
５０℃～５００℃の範囲、１５０℃～４００℃の範囲、２００℃～５００℃の範囲、２０
０℃～４００℃の範囲、２５０℃～５００℃の範囲、２５０℃～４５０℃の範囲、２５０
℃～４００℃の範囲、２５０℃～３５０℃の範囲、又は２７５℃～３２５℃の範囲である
。熱処理中に使用される雰囲気は、空気、又は、窒素、アルゴンなどの不活性ガスでよい
。
【００２６】
　熱処理によって、ランタン／炭酸塩含有物質の化学組成を変化させることができる。例
えば、熱処理は多くの場合、水和物形のランタン／炭酸塩含有物質を無水物形の物質に変
換する。炭酸ランタン物質はオキシ炭酸ランタンに変換され得る。得られる熱処理したラ
ンタン／炭酸塩含有物質は、Ｘ線回折パターンによれば、沈殿したランタン／炭酸塩含有
物質よりも結晶性がより低いか、又は結晶性がより高いと考えられ得る。
【００２７】
　熱処理によって、微生物を結合するランタン／炭酸塩含有物質の効果を変化させること
ができる。いくつかの実施形態では、微生物を結合する最大効率は、沈殿させたランタン
／炭酸塩含有物質を、２２５℃～３７５℃の範囲、２５０℃～３５０℃の範囲、又は２７
５℃～３２５℃の範囲のように３００℃に近い温度で加熱することによって得ることがで
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きる。得られるランタン／炭酸塩含有物質は、異なる化合物の混合物であり得るが、通常
、無秩序な結晶構造の存在及び／又は小結晶領域の存在を示唆する多数のブロードピーク
を有するＸ線回折パターンを有する。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、ランタン／炭酸塩含有物質は、異なる化合物の混合物である
。混合物は、例えば、炭酸ランタン、オキシ炭酸ランタン、及び水酸化炭酸ランタンの無
水物形及び／又は水和物形のから選択される少なくとも２種類の異なる物質を含み得る。
このような複数の化合物の混合物は、多くの場合、個々の化合物と比較して濃縮剤として
より効果的であり得る。
【００２９】
　微生物は、濃縮剤に結合し得る。換言すると、濃縮剤中のランタン／炭酸塩含有物質を
使用して、液体試料から微生物を捕捉、単離、除去、分離、又は濃縮することが可能であ
る。微生物を潜在的に含む任意の対象として液体試料を用いることが可能である。液体試
料は、液体、固体の液体中への分散液若しくは懸濁液、又は第１の液体の第２の液体中へ
の分散液若しくは懸濁液であり得る。液体試料は、直接使用するか、濃縮剤と接触させる
前に濃縮するか（例えば遠心分離又は蒸発により）、又は希釈する（例えばｐＨ緩衝液な
どの緩衝液を加えることにより）ことができる。固体又は半固体の形の試料を抽出するか
（例えば液体で洗浄又はすすぐことにより）、又は液体中に懸濁若しくは分散することが
できる。試料は、スワブにより擦り取るか、及び／又は液体ですすぐことによって表面か
ら採取することができる。こうした試料としては、これらに限定されるものではないが、
生物学的試料、環境的試料、食品試料、飼料試料、実験室試料、及び工業的試料が挙げら
れる。
【００３０】
　直接的に、又は液相による処理後に間接的に使用することができるいくつかの特定の食
品試料として、これらに限定されるものではないが、生鮮食品、挽肉、乳製品、ジュース
、飲料などが挙げられる。食品試料は、食品加工装置、食品取り扱い装置、食品を調理す
る場所などの検査から得られるものでもよい。直接的に、又は液相による処理後に間接的
に使用することができるいくつかの特定の生物学的液体としては、これらに限定されるも
のではないが、全血又は全血の成分（例えば、血漿、血小板濃縮血液画分、濃厚血小板、
及び赤血球濃厚液パック）、細胞調製物（例えば、組織分散液、骨髄穿刺液、及び椎体骨
髄）、細胞懸濁液、尿、唾液、肺組織液、脳脊髄液、創傷浸出液、創傷生検試料、眼液、
髄液、及び溶解調製物が挙げられる。直接的に、又は液相による処理後に間接的に使用す
ることができる環境的試料としては、これらに限定されるものではないが、飲料水、地下
水、土壌試料、及び産業廃棄物試料が挙げられる。更なる他の工業的試料としては、様々
なバイオプロセス又は医薬製剤化と関連するものがある。
【００３１】
　液体試料と濃縮剤とは接触させられる。濃縮剤を液体試料に加えるか、又は液体試料を
濃縮剤に加えることができる。任意の適量の液体試料及び濃縮剤を使用することができる
。液体試料の体積は、多くの場合、特定の用途によって決まる。液体試料が診断又は研究
用途に関するものである場合、体積はマイクロリットルの範囲（例えば１～１０００μＬ
）であり得る。液体試料が食品病原体試験に関するものであるか又は飲料水試験用のもの
である場合には、体積はミリリットル～リットルの範囲（例えば１ｍＬ～１０Ｌ又はそれ
以上）であり得る。液体試料が工業用用途に関するものである場合、体積は、数百リット
ル又はそれ以上であり得る。液体試料の体積に対して必要とされる濃縮剤の量は、当業者
であれば容易に決定することができる。いくつかの用途では、試料１ｍＬ当たり１～１０
ｍｇの濃縮剤が有用である。
【００３２】
　多くの実施形態において、濃縮剤の少なくとも一部を液体試料中に懸濁又は分散させる
ことができる。例えば、スパチュラ若しくはディップスティック、又は濃縮剤を保持した
他の物品を液体試料中に浸漬することができる。他の例では、濃縮剤を保持したフィルム
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上に液体試料を注ぐか、又は濃縮剤が入ったチューブ又はウェルに液体試料を加えること
ができる。更なる他の例では、濃縮剤と液体試料とは各種の容器のいずれかの中で（任意
の添加順序で）加え合わされる。これらの容器は場合により、キャップされた試験管、及
びキャップされたボトル又はジャーのように、キャップするか、閉鎖するか、又は密封す
ることができる。必要に応じて、液体試料を加える前に容器を滅菌することができる。
【００３３】
　濃縮剤が相当量の液体試料に曝露されるように混合（例えば、撹拌、揺動、振盪又は振
動）することにより、濃縮剤と液体試料との接触性を高めることができる。１ｍＬ以下の
体積を有する試料のように少量の液体試料では、例えば米国特許第５，２３８，８１２号
（Ｃｏｕｌｔｅｒら）に述べられるような、渦を形成させるなどの混合方法を使用するこ
とができる。１ｍＬ～１０Ｌの範囲の試料などのより大きな体積では、例えば米国特許第
５，５７６，１８５号（Ｃｏｕｌｔｅｒら）に述べられるように濃縮剤と液体試料とを「
くるくる回転させる」要領で穏やかに転動させることにより、混合を行うことができる。
接触は、任意の所望の時間にわたって行うことができる。約１００ｍＬ以下の体積を有す
る液体試料では、接触時間は、６０分間以内、４５分間以内、３０分間以内、２０分間以
内、１０分間以内、又は５分間以内であり得る。このような液体試料の接触時間は、多く
の場合、少なくとも５秒間、少なくとも１０秒間、少なくとも１５秒間、少なくとも３０
秒間、又は少なくとも１分間である。
【００３４】
　必要に応じて、１種類以上の添加剤を液体試料と濃縮剤との混合物に加えることができ
る。適切な添加剤としては、これらに限定されるものではないが、溶解試薬、バイオルミ
ネッセンスアッセイ試薬、微生物増殖培地、緩衝液（例えば固体試料を分散又は抽出する
ため）、微生物染色試薬、洗浄用緩衝液（例えば未結合の物質を洗い流すため）、溶離剤
（例えば血清アルブミン）、界面活性剤、及び機械的研磨／溶離剤（例えばガラスビーズ
）が挙げられる。
【００３５】
　液体試料が濃縮剤と接触している間、液体試料中に存在する微生物は濃縮剤に結合する
ことができる。結合した微生物（すなわち、濃縮剤に結合した微生物）は、残留する液体
試料から分離することができる。いくつかの実施形態では、このような分離は、重力沈降
に少なくとも一部頼って行うことができる。例えば、結合した微生物は、６０分以内、４
５分以内、３０分以内、１５分以内、１０分以内、又は５分以内の時間で沈降し得る。他
の実施形態では、こうした分離は、遠心分離などの方法によって行うことができる。これ
らの実施形態のいずれにおいても、デカンテーション、サイフォン吸引、濾過、又は当該
技術分野では周知の他の方法によって上清を除去することができる。結合した微生物は、
分離工程において使用される容器又はベッセルの底に残り得る。また、結合した微生物は
濾材上に残る場合もある。
【００３６】
　液体試料を濃縮剤と接触させる他の方法では、濃縮剤は、多孔質マトリックスを更に含
む濃縮装置の一部をなす。これらの濃縮装置中の濃縮剤は、多孔質マトリックスの表面上
に、多孔質マトリックスの全体に、又はこれらの組み合わせで分散された複数の粒子の形
である。任意の適切な多孔質マトリックスを使用することができる。
【００３７】
　濃縮装置のいくつかの実施形態では、多孔質マトリックスはポリマーであり、焼結可能
なポリマー粒子を用いて形成される。すなわち、濃縮装置は、（ａ）焼結されたポリマー
粒子の多孔質マトリックス、及び（ｂ）ランタン及び炭酸塩の両方を含有する複数の濃縮
剤粒子を含む。濃縮剤粒子は、多孔質マトリックスの表面上に、多孔質マトリックスの全
体に、又はこれらの組み合わせで分散される。
【００３８】
　このような濃縮装置を形成するには、焼結可能なポリマー粒子と濃縮剤粒子とを互いに
混合し、ポリマー粒子を軟化させるのに充分な温度にまで加熱する。冷却すると、軟化し
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たポリマー材料が互いに融合して、焼結されたポリマー粒子の多孔質マトリックスを形成
する。得られる濃縮装置は、多くの場合、濃縮剤が多孔質マトリックスの内部、多孔質マ
トリックスの表面上、又はその両方に埋め込まれた固体又は自己支持型多孔質マトリック
スの形である。濃縮装置は、複雑な細孔構造（例えば多孔質マトリックスの全体にわたる
細孔の曲がりくねった経路）を有し、良好な機械的強度を有し得る。
【００３９】
　粒子状の形態にある場合に焼結することが可能なポリマーとしては、各種の熱可塑性ポ
リマーが挙げられる。比較的高い粘性及び比較的低いメルトフローレートを有する熱可塑
性ポリマーは、焼結プロセスの間の粒子形状の保持を促進することができる。すなわち、
粒子形状が保持されなければ、多孔率が低いか０である本体が形成され得る。
【００４０】
　有用な熱可塑性ポリマーとしては、これらに限定されるものではないが、ポリオレフィ
ン（オレフィンのホモポリマー及びコポリマー、並びにオレフィンと他のビニルモノマー
とのコポリマーを含む）、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンスルフ
ィドなど、及びこれらの組み合わせが挙げられる。有用なポリマーの代表的な例としては
、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）ポリマー、エチレンメチルアクリレート（ＥＭＡ
）ポリマー、ポリエチレン（例えば、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）、線状低密度ポリ
エチレン（ＬＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、及び超高分子量ポリエチレ
ン（ＵＨＭＷＰＥ）を含む）、ポリプロピレン、エチレン－プロピレンゴム、エチレン－
プロピレン－ジエンゴム、ポリスチレン、ポリ（１－ブテン）、ポリ（２－ブテン）、ポ
リ（１－ペンテン）、ポリ（２－ペンテン）、ポリ（３－メチル－１－ペンテン）、ポリ
（４－メチル－１－ペンテン）、１，２－ポリ－１，３－ブタジエン、１，４－ポリ－１
，３－ブタジエン、ポリイソプレン、ポリクロロプレン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニ
リデン、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオロエチレンなど、及びこれらの組み合
わせが挙げられる。
【００４１】
　いくつかのより具体的な濃縮装置では、ポリマー多孔質マトリックスを形成するために
使用される熱可塑性ポリマーには、超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）などのポリ
エチレンが含まれる。超高分子量ポリエチレンの例としては、少なくとも約７５０，００
０ｇ／モル、少なくとも１，０００，０００ｇ／モル、少なくとも２，０００，０００ｇ
／モル、又は少なくとも３，０００，０００ｇ／モルの重量平均分子量を有するものがあ
る。
【００４２】
　焼結可能なポリマーは、焼結されたポリマー多孔質マトリックスで望ましい孔（例えば
穴、凹部、又は好ましくは通路）径に応じて広い範囲の粒径を有し得る。より微細な粒子
は、多孔質マトリックス中の孔径がより微細となり得る。一般的にポリマー粒子は、１～
１０００μｍの範囲の平均粒径（すなわち、最長寸法の直径）を有するマイクロ粒子であ
り得る。例えば、平均粒径は、１～７５０μｍの範囲、１～５００μｍの範囲、１～３０
０μｍの範囲、５～３００μｍの範囲、１～２００μｍの範囲、５～２００μｍの範囲、
１０～２００μｍの範囲、５０～２００μｍの範囲、又は１００～２００μｍの範囲であ
り得る。得られる細孔は、マイクロメートルの範囲か又はこれよりも小さくなり得る。必
要に応じて、多孔質マトリックスの多孔度は、メルトフローレートがより高い熱可塑性ポ
リマーとより低い熱可塑性ポリマーとのブレンドを用いることによって、変化させるか又
は制御することもできる。
【００４３】
　熱可塑性ポリマー粒子と濃縮剤粒子とを（更に湿潤剤又は界面活性剤などの必要に応じ
て加えられる任意の添加剤を）加え合わせ、機械的にブレンドする（例えば市販の混合装
置を使用して）ことにより混合物を形成することができる。混合物は、通常、均一となる
までブレンドされる。一般的に、粒子状濃縮剤は、混合物中の固形物の全重量に対して９
０重量％以下の濃度で混合物中に存在してよい。固形物には、通常、ポリマー粒子、濃縮
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剤粒子、及び必要に応じて用いられる添加剤に関連した他のあらゆる固形物が含まれる。
大量の濃縮剤が使用される場合、濃縮装置は、多孔質マトリックスを形成するのに不充分
な量のポリマー材料を含有することになり、得られる構造が一体性を欠く場合がある。濃
縮剤は、例えば、混合物中の固形物の全重量に対して、８５重量％以下、８０重量％以下
、７５重量％以下、又は７０重量％以下の量で存在してよい。濃縮剤の量は、通常、混合
物中の固形物の全重量に対して少なくとも５重量％である。濃縮剤の量が少ない場合、濃
縮剤による微生物の捕捉効率が不充分な程度に低くなり得る。濃縮剤の量は、多くの場合
、混合物中の固形物の全重量に対して少なくとも１０重量％、少なくとも２０重量％、少
なくとも３０重量％、少なくとも４０重量％、又は少なくとも５０重量％である。
【００４４】
　濃縮装置のいくつかの例は、混合物中の固形物の全重量に対して５～９０重量％の濃縮
剤粒子と１０～９５重量％のポリマー粒子とを含有する。例えば、濃縮装置は、１０～８
０重量％の濃縮剤粒子と２０～９０重量％のポリマー粒子、２０～８０重量％の濃縮剤粒
子と２０～８０重量％のポリマー粒子、４０～８０重量％の濃縮剤粒子と２０～６０重量
％のポリマー粒子、又は１０～５０重量％の濃縮剤粒子と５０～９０重量％のポリマー粒
子を含有することができる。必要に応じて、従来の添加剤（例えば湿潤剤、界面活性剤な
ど）を混合物中に少量（例えば５重量％以下）加えることができる。
【００４５】
　得られた混合物は、成形鋳型又は他の適切な容器又は基材中に入れることができる。有
用な成形鋳型は、単一の空洞又は複数の空洞を有するものでよく、炭素鋼、ステンレス鋼
、真鍮、アルミニウム、チタン、ニッケルなどから作製することができる。キャビティは
、処理が完了した後、焼結されたポリマー多孔質マトリックスを成形鋳型から取り出すこ
とができるものであれば、実質上あらゆる所望の形状のものであってよい。成形鋳型は、
市販の粉末処理及び／又は振動装置を使用して仕上げることができる。
【００４６】
　ポリマー粒子を焼結するための熱処理は、成形鋳型に熱を導入する（例えば、電気抵抗
加熱、電気誘導加熱、又は蒸気加熱により）ことによって行うことができる。この成形鋳
型をポリマーの焼結に充分な温度まで加熱する（例えば、ポリマーの融点よりもわずかに
低い温度まで加熱することにより）ことができる。この温度は、多くの場合、ポリマー粒
子の分子量に応じて９０℃～２００℃の範囲、又はこれよりも高い温度である。例えば、
温度は、１００℃～２００℃の範囲、１２０℃～２００℃の範囲、１００℃～１８０℃の
範囲、又は１２０℃～１８０℃の範囲とすることができる。場合により、加熱処理の間に
混合物を加圧することができる。熱処理の後、成形鋳型を、自然に、又は実質上あらゆる
従来の冷却方法又は装置を使用して、周囲温度（例えば２０℃～２５℃の範囲の温度）に
冷却することができる。
【００４７】
　濃縮装置の一例を、米国特許第７，１１２，２７２号（Ｈｕｇｈｅｓら）、同第７，１
１２，２８０号（Ｈｕｇｈｅｓら）、及び同第７，１６９，３０４号（Ｈｕｇｈｅｓら）
に述べられるポリマー粒子及び処理方法を使用して作製することができる。一方が表面に
渦巻きを有する「ポップコーン形状」であり、他方がほぼ球形である異なる２種類の超高
分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）粒子を互いにブレンドすることができる。「ポップ
コーン形状」及び球形のＵＨＭＷＰＥの例は、ティコナ社（Ticona）（ドイツ、フランク
フルトに本部を置くセラネーゼ社（Celanese）の一部門）よりＰＭＸ　ＣＦ－１（０．２
５～０．３０ｇ／立方ｃｍのかさ密度及び約１０μｍ～約１００μｍの範囲で約３０～４
０μｍの平均直径を有する）及びＰＭＸ　ＣＦ－２（０．４０～０．４８ｇ／立方ｃｍの
かさ密度及び約１０μｍ～約１８０μｍの範囲で約５５～６５μｍの平均直径を有する）
として販売されている。同様の形態、バルク密度、及び粒径を有し、約７５０，０００ｇ
／モル～約３，０００，０００ｇ／モルの範囲の重量平均分子量を有する、他の製造業者
に由来するＵＨＭＷＰＥ粒子を使用することもできる。これら２種類のＵＨＭＷＰＥ粒子
は、同じか又は異なる分子量のものを選択することができる。別の特定の例では、両方の
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種類の粒子は上記に述べた範囲の同様の分子量を有し、例えば両方の種類の粒子が３，０
００，０００ｇ／モルに近い重量平均分子量を有することができる。これら２種類のＵＨ
ＭＷＰＥ粒子を異なる相対量（例えば等量）で加え合わせた後、上記に述べた比で更に濃
縮剤と加え合わせることができる。濃縮装置の所望の特性に応じて、いずれか一方の種類
のＵＨＭＷＰＥを他方よりも少ない量で使用するか、又は更には混合物に加えないことも
できる。
【００４８】
　濃縮装置の他の実施形態では、多孔質マトリックスは不織繊維状である。すなわち、濃
縮装置は、（ａ）不織繊維状多孔質マトリックスと、（ｂ）ランタン及び炭酸塩の両方を
含有する複数の濃縮剤粒子とを含む。濃縮剤粒子は、多孔質マトリックスの表面上に、多
孔質マトリックスの全体に、又はこれらの組み合わせで分散される。
【００４９】
　このような濃縮装置は、濃縮剤粒子がその内部に巻き込まれた不織繊維状多孔質マトリ
ックスを提供することが可能な実質上あらゆるプロセスによって作製することができる。
この種の多孔質マトリックスは、通常、相互に挿入された繊維を織布又は編布ではない形
で含むウェブ又は媒体である。不織繊維状多孔質マトリックスを調製するのに有用なプロ
セスとしては、これらに限定されるものではないが、エアレイ法、メルトブロー又はスパ
ンボンドなどのスパンレイ法、カーディング、ウェットレイ、及びこれらの組み合わせが
挙げられる。いくつかの用途では、スパンレイ法又はウェットレイ法によって不織繊維状
マトリックスを作製することが好ましい場合がある。
【００５０】
　濃縮装置の不織繊維状多孔質マトリックスを作製する際の使用に適した繊維は、通常、
放射線及び／又は各種の溶媒に対して安定的な繊維などのパルプ化又は押出成形可能な繊
維である。有用な繊維としては、ポリマー繊維、無機繊維、及びこれらの組み合わせが挙
げられる。多くの実施形態において、繊維はポリマー繊維を含み、複数の異なる種類のポ
リマー繊維をしばしば含む。例えば、ポリマーの繊維の少なくとも一部を、ある程度の親
水性を示すように選択することができる。
【００５１】
　適切なポリマー繊維としては、天然ポリマー（動物又は植物源由来のもの）及び／又は
、熱可塑性ポリマー及び溶媒分散性ポリマーなどの合成ポリマーから製造されるものが挙
げられる。有用なポリマーとしては、羊毛；絹；セルロース系ポリマー（例えば、セルロ
ース、レーヨンなどのセルロース誘導体）；フッ素化ポリマー（例えば、ポリフッ化ビニ
ル、ポリフッ化ビニリデン、フッ化ビニリデンのコポリマー（例えばポリ（フッ化ビニリ
デン－ｃｏ－ヘキサフルオロプロピレン））、クロロトリフルオロエチレンのコポリマー
（例えばポリ（エチレン－ｃｏ－クロロトリフルオロエチレン）など）；塩素化ポリマー
；ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ（１－ブテン）、エチ
レンとプロピレンとのコポリマー、αオレフィンコポリマー（例えば、エチレン又はプロ
ピレンと１－ブテン、１－ヘキセン、１－オクテン、及び１－デセンとのコポリマー）、
ポリ（エチレン－ｃｏ－１－ブテン）、ポリ（エチレン－ｃｏ－１－ブテン－ｃｏ－１－
ヘキセン）など）；ポリイソプレン；ポリブタジエン；ポリアミド（例えば、ナイロン６
、ナイロン６，６、ナイロン６，１２、ポリ（イミノアジポイルイミノヘキサメチレン）
、ポリ（イミノアジポイルイミノデカメチレン）、ポリカプロラクタムなど）；ポリイミ
ド（例えば、ポリ（ピロメリットイミド）など）；ポリエーテル；ポリエーテルスルホン
（例えば、ポリジフェニルエーテルスルホン、ポリ（ジフェニルスルホン－ｃｏ－酸化ジ
フェニレンスルホン）など）；ポリスルホン；ポリ酢酸ビニル；酢酸ビニルのコポリマー
（例えば、ポリ（エチレン－ｃｏ－酢酸ビニル）、アセテート基の少なくとも一部が加水
分解されて各種ポリ（ビニルアルコール）（例えば、ポリ（エチレン－ｃｏ－ビニルアル
コール）など）を与えるコポリマーなど）；ポリホスファゼン；ポリビニルエステル；ポ
リビニルエーテル；ポリビニルアルコール；ポリアラミド（例えば、ポリパラフェニレン
テレフタルアラミドなどのパラアラミド及びデュポン社（DuPont Co.）（デラウェア州、
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ウィルミントン）より「ＫＥＶＬＡＲ」の商品名で販売される繊維（該繊維のパルプは、
パルプを形成する繊維の長さに基づき異なる等級で市販されており、例えば、いずれも長
さが少なくとも４ｍｍであるアラミド繊維を含む「ＫＥＶＬＡＲ　１Ｆ３０６」及び「Ｋ
ＥＶＬＡＲ　１Ｆ６９４」などがある）など）；ポリカーボネート；及びこれらに類する
もの；並びにこれらの組み合わせが挙げられる。いくつかの具体的な例では、ポリマー繊
維として、ポリアミド、ポリオレフィン、ポリスルホン、及びこれらの組み合わせが挙げ
られる。更により具体的な例としては、ナイロン、ポリエチレン、及びこれらの組み合わ
せが挙げられる。
【００５２】
　適切な無機繊維としては、ガラス、セラミックス、及びこれらの組み合わせから選択さ
れる少なくとも１種類の無機材料を含むものが挙げられる。有用な無機繊維としては、例
えば、ガラス繊維（例えば、Ｅガラス、Ｓガラスなど）、セラミック繊維（例えば、金属
酸化物（アルミナなど）、炭化ケイ素、窒化ホウ素、炭化ホウ素などで形成された繊維）
、及びこれらの組み合わせが挙げられる。有用なセラミック繊維は、少なくとも部分的に
結晶性であってよい（識別されるＸ線粉末回折パターンを示すか、又は結晶質相及び非晶
質（ガラス）相の両方を含む）。いくつかの用途では、無機繊維として、ガラス繊維及び
それらの組み合わせが挙げられる。
【００５３】
　不織繊維状多孔質マトリックスを形成するために使用される繊維は、特定の用途（例え
ば、特定の種類の試料マトリックス）において充分な構造的一体性及び充分な多孔度を有
する多孔質マトリックスを与えることができる長さ及び直径のものとすることができる。
例えば、その繊維長は、多くの場合、少なくとも約０．５ｍｍ、少なくとも約１ｍｍ、少
なくとも約２ｍｍ、少なくとも約３ｍｍ、少なくとも約４ｍｍ、少なくとも約６ｍｍ、少
なくとも約８ｍｍ、少なくとも約１０ｍｍ、少なくとも約１５ｍｍ、少なくとも約２０ｍ
ｍ、少なくとも約２５ｍｍ、又は少なくとも約３０ｍｍである。繊維の直径は、例えば、
少なくとも１０μｍ、少なくとも２０μｍ、少なくとも４０μｍ、又は少なくとも６０μ
ｍであり得る。繊維長及び直径は、繊維の性質及び用途の種類などの因子に応じて異なり
得る。
【００５４】
　濃縮剤の粒子の捕捉を促進し、かつ／又は大きな表面積を得るには、不織繊維状多孔質
マトリックスを形成するために用いられる繊維は、多くの場合、少なくとも１つのフィブ
リル化繊維（例えば、多数のより小さな結合フィブリルにより囲まれた主繊維の形の）を
含む。主繊維は、一般的に、０．５ｍｍ～５ｍｍの範囲の長さ、及び１μｍ～２０μｍの
範囲の直径を有することができる。フィブリルは、通常、サブマイクローメートルの直径
を有し得る。
【００５５】
　不織繊維状多孔質マトリックスは、複数の異なる種類の繊維を含むことができる。いく
つかの実施形態では、多孔質マトリックスは、２、３、４種類、又は更にはそれよりも多
い異なる種類の繊維を用いて形成することができる。例えば、強度及び一体性の目的では
ナイロン繊維を加えることができるのに対して、微粒子の捕捉の目的ではフィブリル化ポ
リエチレンを加えることができる。フィブリル化繊維と非フィブリル化繊維とが組み合わ
せて用いられる場合、非フィブリル化繊維に対するフィブリル化繊維の重量比は、多くの
場合、少なくとも１：２、少なくとも１：１、少なくとも２：１、少なくとも３：１、少
なくとも５：１、又は更には少なくとも８：１である。
【００５６】
　濃縮装置は、多くの場合、濃縮装置中の固形物の全重量に対して少なくとも１０重量％
の繊維（例えば、繊維、ポリマーバインダー、及び濃縮剤）を含有する。含まれる繊維の
量がこの量よりも少ないと、濃縮装置が充分な多孔度を有さなくなる場合がある。いくつ
かの濃縮装置は、少なくとも１５重量％、少なくとも２０重量％、又は少なくとも２５重
量％の繊維を含有する。繊維状多孔質マトリックスは、多くの場合、固形分の全重量に対
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して９５重量％以下の繊維を含有する。繊維の量がこの量よりも多いと、液体試料と接触
する際に微生物を捕捉するために存在する濃縮剤の量が不充分となる場合がある。いくつ
かの濃縮装置の例では、固形分の全重量に対して９０重量％以下、８０重量％以下、７０
重量％以下、６０重量％以下、又は５０重量％以下の繊維を含有する。
【００５７】
　不織繊維状多孔質マトリックスは多くの場合、少なくとも１種類のポリマーバインダー
を更に含有する。適切なポリマーバインダーとしては、比較的不活性な（繊維又は濃縮剤
粒子のいずれとも化学的反応をほとんどあるいはまったく示さない）天然及び合成ポリマ
ー材料が挙げられる。有用なポリマーバインダーとしては、ポリマー樹脂（例えば粉末及
びラテックスの形）、ポリマーバインダー繊維など、及びこれらの組み合わせが挙げられ
る。
【００５８】
　不織繊維状多孔質マトリックスに使用するのに適したポリマー樹脂としては、これらに
限定されるものではないが、天然ゴム、ネオプレン、スチレンブタジエンコポリマー、ア
クリレート樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、及びこれらの組み合わせが挙げられ
る。多くの実施形態において、ポリマー樹脂はアクリレート樹脂を含む。
【００５９】
　適切なポリマーバインダー繊維としては、接着剤単独型繊維及び２成分繊維が挙げられ
る。接着剤単独型繊維の例としては、イーストマン・ケミカル・プロダクツ社（Eastman 
Chemical Products）（米国、テネシー州、キングズポート）より、ＫＯＤＥＬの商品名
で市販されるもの（例えばＫＯＤＥＬ　４３ＵＤ）が挙げられる。２成分繊維は、例えば
、隣接型、シースコア型などであり得る。隣接型２成分繊維の一例としては、チッソ株式
会社（大阪、日本）よりＣＨＩＳＳＯの商品名（例えばＣＨＩＳＳＯ　ＥＳ）で市販され
るポリオレフィン熱結合２成分繊維がある。シースコア型２成分繊維の一例としては、ユ
ニチカ株式会社（大阪、日本）より商品名ＭＥＬＴＹ（例えばＭＥＬＴＹ　４０８０）と
して販売されるもの、及びエチル酢酸ビニル（シース）及びポリプロピレン（コア）で形
成されたＭｉｎｉｆｉｂｅｒｓ（テネシー州ジョンソンシティー）がある。この繊維は、
ポリエステルのコアとポリエチレンのシースを有する。
【００６０】
　使用されるポリマーバインダーの種類によらず、得られる濃縮装置（乾燥形態）中のバ
インダーの量は、多くの場合、濃縮装置中の固形物（例えば、繊維、ポリマーバインダー
、及び濃縮剤）の全重量に対して０．５～１０重量％の範囲である。このようなポリマー
バインダーの量は一般的に、多くの用途における使用に充分な一体性を不織繊維状多孔質
マトリックスに与えることができる一方で、濃縮剤粒子はそれほど被覆しない。例えば、
ポリマーバインダーの量は、濃縮装置中の固形物の全重量に対して、１～８重量％、１～
６重量％、１～５重量％、１～４重量％、２～８重量％、又は３～７重量％の範囲であり
得る。
【００６１】
　ポリマーバインダーは、濃縮剤粒子と実質的に接着しないことが好ましい。別の言い方
をすれば、濃縮装置を走査電子顕微鏡で調べた場合に、ポリマーバインダーで覆われてい
る濃縮剤粒子が濃縮剤粒子の全表面積の５％未満であるということである。例えば、濃縮
剤の全表面積の４％未満、３％未満、２％未満、又は更には１％未満がポリマーバインダ
ーにより覆われる。
【００６２】
　この種の濃縮装置は、（ａ）複数の上記繊維を提供する工程と、（ｂ）複数の上記濃縮
剤粒子を提供する工程と、（ｃ）複数の繊維の少なくとも一部を、複数の濃縮剤粒子の少
なくとも一部が内部に巻き込まれた不織繊維状多孔質マトリックス内に形成する工程と、
を含むプロセスによって作製することができる。上述したように、形成する工程は、内部
に濃縮剤粒子が巻き込まれた不織繊維状マトリックスを提供することが可能な実質上あら
ゆるプロセスによって行うことができる。
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【００６３】
　濃縮装置を作製するための別の更なる特定のプロセスとして、ウェットレイ又は「ウェ
ットレイド」プロセスがある。このプロセスでは、（ａ）複数の繊維、（ｂ）複数の濃縮
剤粒子、（ｃ）ポリマーバインダー、及び（ｄ）水、水混和性有機溶媒、又はこれらの混
合物などの分散用の液体を含有する分散液が形成される。繊維、濃縮剤粒子、及びポリマ
ーバインダー成分は同時に分散用の液体に分散することができる。あるいは、これらの成
分の１つ又は２つを他の成分の導入に先立って分散させることもできる。いくつかの実施
形態では、繊維は、添加剤、表面処理剤、又は分散液中への繊維の分散を促す化学基を有
する。例えば、ポリオレフィン系繊維が無水マレイン酸又は無水コハク酸官能基を有して
もよく、あるいは、ポリオレフィン系繊維を調製するための溶解プロセス中に適切な界面
活性剤を添加してもよい。
【００６４】
　ウェットレイドプロセスは、更に、繊維の少なくとも一部にポリマーバインダーを少な
くとも部分的に堆積することと、分散液から分散用の液体を除去することと、を更に含む
。繊維上へのポリマーバインダーの堆積は、ポリマーバインダーの性質に応じて、分散用
の液体の除去又は脱水工程の前又は後に行うことができる。例えば、ポリマーラテックス
がポリマーバインダーとして使用される場合、ポリマーラテックスは、濃縮剤粒子の添加
の前又は後でかつ脱水工程の前に繊維上に沈殿させることができる。最初の脱水後、熱を
加えることによって、脱水を完了し、得られた堆積ラテックスを硬化させることができる
。ポリマーバインダー繊維がポリマーバインダーとして使用される場合には、一般的に最
初に脱水を行った後、熱を加えることによって脱水を完了し、ポリマーバインダー繊維を
融解する（これにより、繊維上にポリマーバインダーを堆積する）ことができる。
【００６５】
　この種の濃縮装置の調製に際しては、１種類以上の補助剤又は添加剤を使用することが
できる。有用な補助剤としては、加工助剤（例えば、ポリマーバインダーを繊維上に沈殿
させる助けとなり得る、アルミン酸ナトリウム及び硫酸アルミニウムなどの沈降剤）、得
られる濃縮装置の全体的な性能を高めることができる物質などが挙げられる。こうした補
助剤が使用される場合、その量は、濃縮装置の全乾燥重量（例えば、繊維、濃縮剤、及び
ポリマーバインダー）に対して、５重量％以下、４重量％以下、３重量％以下、１重量％
以下、又は０．５重量％以下の量で存在することができる。補助剤の全体量は、通常、濃
縮装置中に含有させることができる濃縮剤粒子の量を最大とするためにできるかぎり少な
くなるように選択される。
【００６６】
　別の更なる特定のウェットレイドプロセスでは、繊維（例えば、短繊維）を、分散用の
液体（例えば、水、アルコールなどの水混和性有機溶媒、又はこれらの混合物）の存在下
、容器内でブレンドすることによってスラリーを形成することができる。スラリーの形成
後、濃縮剤粒子、ポリマーバインダー、及び必要に応じて用いられる沈降剤（例えばミョ
ウバンなどのｐＨ調製剤）をスラリーに加えることができる。
【００６７】
　ウェットレイドプロセスが、当該技術分野では周知のハンドシート法によって行われる
場合、３つの成分（すなわち、繊維、ポリマーバインダー、及び濃縮剤粒子）を分散液に
加える順序は、濃縮装置の最終的な性能に大きく影響しないことが示されている。しかし
ながら、濃縮剤粒子を加えた後にポリマーバインダーを加えることで、繊維に対する濃縮
剤粒子の接着性が幾分高い濃縮装置を得ることができる。
【００６８】
　分散混合液は、形成された後、底がスクリーンで覆われた成形鋳型に注ぎ込まれる。こ
の分散用の液体をスクリーンに通して（濡れたシート状の）混合物から排水することがで
きる。充分な量の液体が排水された後、通常、濡れたシートを成形鋳型から取り外し、加
圧、加熱、又はその２つの組み合わせによりシートを乾燥させることができる。一般的に
、圧力は約３００～約６００ｋＰａの範囲である。濡れたシートを乾燥させるためには、
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９０℃～２００℃の範囲、１００℃～１７５℃の範囲、１００℃～１５０℃の範囲、又は
９０℃～１２０℃の範囲の温度を用いることができる。乾燥により、多くの場合、分散用
の液体のすべて又は大部分（例えば、分散液を形成するために加えられた分散用の液体の
量に対して、分散用の液体の８５重量％以下、９０重量％以下、９５重量％以下、９８重
量％以下、又は９９重量％以下）が除去される。ウェットレイドプロセスにおけるポリマ
ーバインダーとしてポリマーバインダー繊維が使用される場合、沈降剤は一般的に不要で
あり、加えられる熱を利用してポリマーバインダー繊維を融解することができる。
【００６９】
　得られる乾燥シートは、少なくとも０．１ｍｍ、少なくとも０．２ｍｍ、少なくとも０
．５ｍｍ、少なくとも０．８ｍｍ、少なくとも１ｍｍ、少なくとも２ｍｍ、少なくとも４
ｍｍ、又は少なくとも５ｍｍの平均の厚さを有し得る。平均の厚さは、多くの場合、２０
ｍｍ以下、１５ｍｍ以下、１２ｍｍ以下、又は１０ｍｍ以下である。カレンダー加工を用
いることで、必要に応じて乾燥シートの更なる加圧又は融合を行うことができる。
【００７０】
　不織繊維状多孔質マトリックスを有する濃縮装置では、濃縮剤は、使用される繊維の性
質に応じて、化学的相互作用（例えば化学結合）又は物理的相互作用（例えば吸着又は機
械的閉じ込め）のいずれかによって閉じ込められる。
【００７１】
　濃縮装置の性能及び効率は濃縮装置に含有される濃縮剤粒子の量によって異なり得るた
め、比較的高い粒子充填量が一般的に望ましい場合がある。濃縮装置中の濃縮剤の量は、
多くの場合、濃縮装置中の固形物（例えば、繊維、ポリマーバインダー、及び濃縮剤）の
全重量に対して５～９０重量％の範囲である。使用される濃縮剤が５重量％未満であると
、微生物を濃縮する濃縮装置の効果が不必要に低くなり得る。使用される濃縮剤が９０重
量％を上回ると、存在する繊維が少なすぎて多孔質マトリックスを形成することができな
いか、構造が一体性を欠く場合がある。濃縮装置のいくつかの例では、濃縮剤は、濃縮装
置中の固形物の全重量に対して少なくとも１０重量％、少なくとも２０重量％、少なくと
も３０重量％、少なくとも４０重量％、又は少なくとも５０重量％に等しい量で存在する
。濃縮装置中の濃縮剤粒子の量は、多くの場合、濃縮装置中の固形物の全重量に対して８
５重量％以下、８０重量％以下、７５重量％以下、７０重量％以下、又は６０重量％以下
である。濃縮剤は、多くの場合、多孔質マトリックスの全体にわたって実質上均一に分散
されることが好ましい。
【００７２】
　一般的に乾燥シート材料の平均細孔径は、走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）で測定した場合に
、約０．１～約１０μｍの範囲であり得る。２０～８０体積％の範囲、又は４０～６０体
積％の範囲の空隙体積が有用であり得る。乾燥シート材料の多孔度は、繊維混合物中によ
り大きい直径の繊維又は剛性の繊維を使用することにより改変する（増大させる）ことが
できる。
【００７３】
　乾燥シート材料は可撓性であってよい（例えば、直径０．７５インチ（約２ｃｍ）のコ
アの周囲に巻き付けることができる）。この可撓性は、シート材料をプリーツ加工するか
又は丸めることを可能とする。シート材料は、比較的低い背圧を有し得る（すなわち、比
較的大量の液体が、比較的高い背圧を生じることなく、比較的速やかにシート材料を通過
することができる）。本明細書で使用するところの「比較的低い背圧」とは、３ｍＬ／ｃ
ｍ２の流速において（ただし、流速はシート材料の前面表面積に基づく）、３ポンド／平
方インチ（２０．７ｋＰａ）以下、２．５ポンド／平方インチ（１７．２ｋＰａ）以下、
２ポンド／平方インチ（１３．８ｋＰａ）以下、１．５ポンド／平方インチ（１０．３ｋ
Ｐａ）以下、１ポンド／平方インチ（６．９ｋＰａ）以下、又は０．５ポンド／平方イン
チ（３．５ｋＰａ）以下の示差背圧のことを指す。
【００７４】
　カレンダー加工していないシート材料は、所望の大きさに切断し、これを使用して液体
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試料と接触する際に微生物を結合することができる。必要に応じて（例えば、シートの全
体にわたった大きな圧力低下が問題とならない場合）、使用に先立ってシート材料をカレ
ンダー加工することによって引張り強度を高めることができる。シート材料をプリーツ加
工する場合、乾燥及びカレンダー加工は通常避けられる。
【００７５】
　不織繊維状多孔質マトリックスを有するいくつかの濃縮装置では、乾燥シート材料の単
一層が効果的であり得る。他の濃縮装置では、乾燥シート材料の多層を使用することでよ
り高い微生物の結合性能が得られる。
【００７６】
　上記に述べた濃縮装置のいずれも、例えば、１つ以上のプレフィルター（例えば、試料
を多孔質マトリックスに通す前に試料から比較的大きい粒子を除去するための）、装置の
両側に圧力差を加えるためのマニホールド（例えば、試料を多孔質マトリックスに通すこ
とを助けるための）、及び／又は外部ハウジング（例えば、多孔質マトリックスを収容及
び／又は保護するための使い捨てカートリッジ）などの１つ以上の他の構成要素を更に有
することができる。
【００７７】
　上記に述べた濃縮装置のいずれも、微生物を含む液体試料と任意の適切な要領で接触さ
せることができる。例えば、濃縮装置を液体試料に加えてもよく、又は液体試料を濃縮装
置に加えてもよい。濃縮装置を液体試料中に浸漬してもよく、液体試料を濃縮装置上に注
いでもよく、液体試料を濃縮装置が入った管又はウェルの中に注いでもよく、あるいは試
料を、濃縮装置上を通過させる又は濃縮装置の中に通すこともできる。好ましくは、こう
した接触は、液体試料が多孔質マトリックスの少なくとも１つの細孔内を通るようにして
行われる。
【００７８】
　濃縮装置と液体試料とは、各種の容器又はホルダーのいずれの中で加え合わせてもよい
（任意の添加の順序で）。適切な容器又はホルダーは、通常、漏れを生じることなく濃縮
装置及び液体試料の両方を保持するように設計される。容器のいくつかの例は、キャップ
するか、閉鎖するか、又は密封することができる。いくつかの実施形態では、容器又はホ
ルダーは、カラム又はシリンジバレルである。本発明のプロセスを行う際の使用に適した
容器は、特定の試料によって決定され、その大きさ及び性質は大きく異なり得る。例えば
、容器は１０μＬ容器（例えば試験管又は注射器）などの小型のものであってもよく、又
は１００ｍＬから３Ｌ容器（例えば、エルレンマイヤーフラスコ又は環状円筒容器）のよ
うな大型のものであってもよい。
【００７９】
　容器、濃縮装置、及び液体試料と直接接触する他の任意の器具又は添加剤は使用に先立
って滅菌（例えば、制御された熱、酸化エチレンガス、又は放射線によって）することに
より、検出誤差を生じ得る液体試料のあらゆる汚染を低減又は防止することができる。効
果的な検出を行うために特定の液体試料の微生物を捕捉又は濃縮するのに充分な濃縮装置
中の濃縮剤の量は異なり（例えば、濃縮剤及び装置の性質及び形態、並びに液体試料の量
に応じて）、当業者によって容易に決定することが可能である。
【００８０】
　濃縮装置と液体試料との接触時間は、任意の所望の時間とすることができる。例えば、
接触時間は、２４時間以下、１２時間以下、６時間以下、４時間以下、２時間以下、１時
間以下、３０分以下、１５分以下、１０分以下、５分以下、１分以下、３０秒以下、又は
１５秒以下とすることができる。接触は、混合（例えば、攪拌により、振盪により、又は
、濃縮装置の両側に圧力差を作用させることによって液体試料の多孔質マトリックスの通
過を促すことにより）によって促進することができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、液体試料は、濃縮装置を少なくとも１回（多くの場合、１回
のみ）通過させられる（例えば圧送、加圧、又は重力供給により）。実質上あらゆる方式
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のポンプ（例えば、蠕動ポンプ）又は濃縮装置の両側に圧力差を確立するための他の装置
（例えば、注射器又はプランジャー）を使用することができる。濃縮装置を通じた試料の
流速は、約１００ｍＬ／分以下、又はそれよりも大きい流速が効果的であり得る。流速は
、例えば、１～１００ｍＬ／分の範囲、１０～１００ｍＬ／分の範囲、１０～５０ｍＬ／
分の範囲、又は１０～２５ｍＬ／分の範囲とすることができる。
【００８２】
　必要に応じて、１種類以上の必要に応じて加えられる添加剤を液体試料と濃縮装置との
混合物に加えることができる。適切な添加剤としては、これらに限定されるものではない
が、溶解試薬、生物発光分析試薬、微生物増殖培地、緩衝液（例えば固体試料を分散又は
抽出するため）、微生物染色試薬、洗浄用緩衝液（例えば未結合の物質を洗い流すため）
、溶離剤（例えば血清アルブミン）、界面活性剤、及び機械的研磨／溶離剤（例えばガラ
スビーズ）が挙げられる。
【００８３】
　液体試料が濃縮装置と接触している間、液体試料中に存在する微生物は濃縮装置中の濃
縮剤に結合することができる。結合した微生物（すなわち、濃縮装置中の濃縮剤に結合し
た微生物）は、通常、残留する液体試料から分離される。結合した微生物（又はその１つ
以上の構成成分）は、接触後に濃縮装置から単離又は分離することも可能である。例えば
、溶離剤又は溶解剤を、濃縮装置上を通過させる又は濃縮装置の中に通すことができる。
【００８４】
　上記に述べた濃縮装置のいずれも、微生物汚染物質又は病原体を液体試料（例えば水）
から除去するための濾材として使用することができる。濾材は、多孔質マトリックス、及
び多孔質マトリックスの表面上に分散されるか、多孔質マトリックスの全体に分散される
か、又はその組み合わせとして複数の濃縮剤粒子を含む。いくつかの実施形態では、濾材
は、（ａ）不織繊維状多孔質マトリックス、及び（ｂ）不織繊維状多孔質マトリックス中
に巻き込まれた複数の濃縮剤粒子を含有する。他の実施形態では、濾材は、（ａ）焼結さ
れたポリマー粒子の多孔質マトリックス、及び（ｂ）焼結されたポリマー粒子の多孔質マ
トリックス中に埋め込まれた複数の濃縮剤粒子を含有する。
【００８５】
　上記に述べた濃縮剤及び濃縮装置を使用することによって、様々な微生物を濃縮して検
出することができる。試料は複数の微生物株を含む場合があるが、任意の１つの株を、他
のいずれの株とも独立して検出することができる。これらの微生物としては、これらに限
定されるものではないが、細菌（グラム陽性細菌及びグラム陰性細菌を含む）、真菌類、
カビ、酵母、原生動物、ウイルス（エンベロープを有しないウイルス及びエンベロープを
有するウイルスの両方を含む）、細菌の芽胞など、及びこれらの組み合わせが挙げられる
。
【００８６】
　検出される標的微生物の属としては、これらに限定されるものではないが、リステリア
属、大腸菌属、サルモネラ属、カンピロバクター属、クロストリジウム属、ヘリコバクタ
ー属、マイコバクテリウム属、ブドウ球菌属、シゲラ属、腸球菌属、バチルス属、ナイセ
リア属、シゲラ属、連鎖球菌属、ビブリオ属、エルシニア属、ボルデテラ属、ボレリア属
、シュードモナス属、サッカロミケス属、カンジダ属など、及びこれらの組み合わせが挙
げられる。
【００８７】
　検出の標的となり得る特定の微生物株としては、大腸菌、腸炎エルシニア菌、エルシニ
ア仮性結核菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ菌、ビブリオ・バルニフィカス菌（Vibrio vulni
ficus）、リステリア・モノサイトゲネス（Listeriamonocytogenes）、黄色ブドウ球菌、
サルモネラ菌、サッカロマイセス・セレヴィシエ（Saccharomycescerevisiae）、カンジ
ダ・アルビカンス（Candida albicans）、ブドウ球菌エンテロトキシン亜種、セレウス菌
、炭疽菌、バチルス・アトロファエウス（Bacillus atrophaeus）、枯草菌、ウェルシュ
菌、ボツリヌス菌、クロストリジウム・ディフィシル（Clostridium difficile）、エン
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テロバクター・サカザキ（Enterobactersakazakii）、緑膿菌など、及びこれらの組み合
わせが挙げられる。
【００８８】
　微生物は、一般的に、濃縮剤に結合した後であっても生存可能である。これらの微生物
は、適切な栄養素などの好ましい条件が利用可能であれば複製又は増殖が可能である。
【００８９】
　微生物に対する濃縮剤の結合効率と呼ぶこともできる捕捉効率は、通常、試料中の微生
物の全量に対して少なくとも５０％、少なくとも６０％、少なくとも７０％、少なくとも
８０％、少なくとも９０％、又は少なくとも９５％である。
【００９０】
　濃縮装置又は濃縮剤により捕捉又は結合された（例えば、吸着又は篩い分けにより）微
生物は、現在知られている又は今後開発される、実質的にあらゆる所望の方法によって検
出可能である。このような方法には、例えば、培養による方法（時間が許す場合には好ま
しい場合がある）、顕微鏡法（例えば透過光型顕微鏡又は落射蛍光顕微鏡（蛍光染料で標
識した微生物を可視化するのに使用できる））、及びその他のイメージング法、免疫学的
検出方法、及び遺伝子的検出方法が挙げられる。微生物の捕捉後の検出プロセスは、必要
に応じて、洗浄することにより試料マトリックスの構成成分を除去することと、濃縮装置
の不織繊維状多孔質マトリックスを切片化するか又は他の方法により細かくすることと、
染色することと、煮沸するか又は溶出緩衝液若しくは溶解剤を使用することにより細胞検
体を濃縮装置から放出させることと、などを含み得る。
【００９１】
　免疫学的検出法は、一般的に、細菌又はウイルス粒子の表面上のマーカーとして機能す
る生物学的分子（例えばタンパク質又はプロテオグリカン）である、標的生物に由来する
抗原物質の検出である。抗原物質の検出は通常、抗体、例えばファージディスプレイなど
のプロセスによって選択されたポリペプチド、又はスクリーニングプロセスにより得られ
るアプタマーによって行うことができる。
【００９２】
　免疫学的検出方法は周知のものであり、例えば免疫沈降法及び酵素結合免疫吸着検定法
（ＥＬＩＳＡ）が挙げられる。抗体結合は、様々な方法で検出することができる（例えば
、一次抗体又は二次抗体のいずれかを、蛍光染料、量子ドット、又は化学発光若しくは着
色基質を生成できる酵素により標識し、プレートリーダー又はラテラルフロー装置のいず
れかを用いることにより）。
【００９３】
　検出はまた、遺伝子アッセイ（例えば核酸ハイブリダイゼーション又はプライマーを用
いた増幅）によって行うことができ、これは多くの場合、好ましい方法である。捕捉又は
結合された微生物は溶解することでその遺伝物質をアッセイに利用することが可能となる
。溶解方法は周知のものであり、例えば、超音波処理、浸透圧ショック、高温処理（例え
ば約５０℃～約１００℃）、及びリゾチーム、グルコラーゼ、ザイモリアーゼ（zymolose
）、リチカーゼ、プロテイナーゼＫ、プロテイナーゼＥ、又はウイルスエンドリシン（en
olysins）などの酵素と共にインキュベートすることが挙げられる。
【００９４】
　一般的に使用されている遺伝子的検出アッセイの多くは、ＤＮＡ及び／又はＲＮＡを含
む特定の微生物の核酸を検出するものである。遺伝子的検出法で用いられる条件のストリ
ンジェンシーは、検出される核酸配列の変異レベルと相関する。高度に厳密な塩濃度及び
温度の条件により、標的の正確な核酸配列に検出が限定される。このため、標的核酸配列
にわずかな変異を有する微生物株を、高度に厳密な遺伝子アッセイを使用して判別するこ
とができる。遺伝子的検出は、一本鎖の核酸プローブが微生物の変性された核酸とハイブ
リダイズすることによって、プローブ鎖を含む二本鎖核酸を形成する核酸ハイブリダイゼ
ーションに基づいたものであり得る。当業者には、ゲル電気泳動、キャピラリー電気泳動
、又はその他の分離方法を行った後にハイブリッドを検出するための、放射性標識、蛍光
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標識、及び化学発光標識などのプローブ標識は馴染み深いものである。
【００９５】
　特に有用な遺伝子的検出法は、プライマーを用いた核酸増幅に基づくものである。プラ
イマーを用いた核酸増幅方法には、例えば、熱サイクル法（例えばポリメラーゼ連鎖反応
（ＰＣＲ）、逆転写ポリメラーゼ連鎖反応（ＲＴ－ＰＣＲ）、及びリガーゼ連鎖反応（Ｌ
ＣＲ）、並びに等温法及び鎖置換増幅法（ＳＤＡ）（及びこれらの組み合わせ、好ましく
はＰＣＲ又はＲＴ－ＰＣＲ）が挙げられる。増幅産物を検出する方法としては、これらに
限定されるものではないが、例えばゲル電気泳動分離及びエチジウムブロミド染色、並び
に産物中に組み込んだ蛍光標識又は放射性標識の検出が含まれる。増幅産物の検出前に分
離工程を必要としない方法（例えば、リアルタイムＰＣＲ又はホモジーニアス検出法）を
用いることもできる。
【００９６】
　生物発光検出法は周知のものであり、例えば、米国特許第７，４２２，８６８号（Ｆａ
ｎら）に述べられるものを含むアデノシン三リン酸（ＡＴＰ）検出方法が挙げられる。他
の発光に基づく検出方法を使用することもできる。
【００９７】
　上記に述べた濃縮剤及び濃縮装置は、非特異的又は非株特異的なものであるため、これ
らを使用することで、同じ試料中の複数の微生物株をアッセイの標的とすることができる
汎用捕捉システムを与えることができる。例えば、食品試料の汚染についてアッセイを行
う場合、同じ試料内でリステリア・モノサイトゲネス（Listeria monocytogenes）、大腸
菌、及びサルモネラのすべてについて試験を行うことが望ましい場合がある。１回の捕捉
工程を行った後、例えば、これら微生物株のそれぞれから異なる核酸配列を増幅するため
の特異的プライマーを使用してＰＣＲ又はＲＴ－ＰＣＲアッセイを行うことができる。こ
れにより、それぞれの株について別々の試料取扱い及び調製手順を行う必要をなくすこと
ができる。
【００９８】
　（ａ）少なくとも１つの上記に述べた濃縮装置又は濃縮剤と、（ｂ）本発明の濃縮プロ
セスを行う際に使用するための少なくとも１つの試験容器又は試験試薬（好ましくは滅菌
試験容器又は試験試薬）と、を含む診断キットが提供される。診断キットは、プロセスを
行うための取り扱い説明書を更に含むことが好ましい。
【００９９】
　有用な試験容器又はホルダーとしては上記に述べたものが挙げられ、例えば、接触、イ
ンキュベーション、溶離液の回収、又は他の所望の処理工程に使用することができる。有
用な試験試薬としては、微生物培養又は増殖培地、溶解剤、溶離剤、緩衝液、発光検出ア
ッセイの構成要素（例えば、照度計、溶解剤、ルシフェラーゼ酵素、酵素基質、反応緩衝
液など）、遺伝子的検出アッセイ構成要素など、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
好ましい溶解剤は、緩衝液中で与えられる溶解酵素又は薬品であり、好ましい遺伝子的検
出アッセイの構成成分としては、標的微生物に特異的な１つ以上のプライマーが挙げられ
る。キットは必要に応じて滅菌ピンセットなどを更に含んでもよい。
【０１００】
　微生物を濃縮するためのプロセス又は微生物の濃縮剤を含む物品である異なる項目が提
供される。
【０１０１】
　項目１は、微生物を濃縮するためのプロセスである。このプロセスは、ランタン及び炭
酸塩の両方を含有する濃縮剤を提供する工程を含む。濃縮剤は、ランタンに対する炭素の
重量比が少なくとも０．０５である。プロセスは、微生物を含有する液体試料を提供する
工程、及び濃縮剤を液体試料と接触させる工程を更に含む。プロセスは、微生物を濃縮剤
と結合させて、結合した微生物を形成する工程を更に含む。
【０１０２】
　項目２は、濃縮剤が粒子を含む、項目１のプロセスである。
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【０１０３】
　項目３は、粒子が、１００μｍ以下の平均直径を有する、項目２のプロセスである。
【０１０４】
　項目４は、微生物が、細菌の株、真菌、酵母、原生動物、ウイルス、細菌の芽胞、又は
これらの混合物である、項目１～３のいずれかのプロセスである。
【０１０５】
　項目５は、微生物が、グラム陰性細菌又はグラム陽性細菌である、項目１～４のプロセ
スである。
【０１０６】
　項目６は、結合した微生物が生存状態にある、項目１～５のいずれか１つのプロセスで
ある。
【０１０７】
　項目７は、結合した微生物を液体試料から分離する工程を更に含む、項目１～６のいず
れか１つのプロセスである。
【０１０８】
　項目８は、濃縮剤が複数の粒子を含むとともに更に多孔質マトリックスを更に含み、複
数の粒子が、多孔質マトリックス表面上に分散されるか、多孔質マトリックスの全体にわ
たって分散されるか、又は多孔質マトリックスの表面上及び全体にわたって分散される、
項目１～７のいずれかのプロセスである。
【０１０９】
　項目９は、多孔質マトリックスが不織繊維を含む、項目８のプロセスである。
【０１１０】
　項目１０は、不織繊維が、フィブリル化された繊維を含む、項目９のプロセスである。
【０１１１】
　項目１１は、不織繊維が、ポリマー繊維、無機繊維、又はこれらの組み合わせである、
項目９のプロセスである。
【０１１２】
　項目１２は、多孔質マトリックスがポリマーバインダーを更に含む、項目９～１１のい
ずれか１つに記載のプロセスである。
【０１１３】
　項目１３は、ポリマーマトリックスが、焼結されたポリマー材料を含む、項目８のプロ
セスである。
【０１１４】
　項目１４は、焼結されたポリマー材料が、焼結された熱可塑性ポリマーである、項目１
３のプロセスである。
【０１１５】
　項目１５は、濃縮剤を提供する工程が、水溶性ランタン塩を、水溶性炭酸塩溶液、水溶
性重炭酸塩溶液、又はこれらの混合物と混合することにより沈殿物を形成させることを含
む、項目１～１４のいずれか１つのプロセスである。
【０１１６】
　項目１６は、濃縮剤を提供する工程が、沈殿物を１５０℃～５００℃の範囲の温度で加
熱することを更に含む、項目１５のプロセスである。
【０１１７】
　項目１７は、濃縮剤を提供する工程が、炭酸ランタン水和物粒子を、少なくとも部分的
に無水炭酸ランタンを形成するのに充分な温度にまで加熱することを含む、項目１～１４
のいずれか１つのプロセスである。
【０１１８】
　項目１８は、濃縮剤が、炭酸ランタン、オキシ炭酸ランタン、水酸化炭酸ランタン、又
はこれらの混合物を含む、項目１～１４のいずれか１つのプロセスである。
【０１１９】
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　項目１９は、濃縮剤が、無水物形又は水和物形である炭酸ランタンを含む、項目１８の
プロセスである。
【０１２０】
　項目２０は、濃縮剤が、無水物形又は水和物形であるオキシ炭酸ランタンを含む、項目
１８のプロセスである。
【０１２１】
　項目２１は、結合した微生物の存在を検出する工程を更に含む、項目１～２０のいずれ
か１つのプロセスである。
【０１２２】
　項目２２は、（ａ）ランタン及び炭酸塩を含み、ランタンに対する炭素の重量比が少な
くとも０．０５である濃縮剤と、（ｂ）前記濃縮剤と結合した微生物とを含有する物品で
ある。
【０１２３】
　項目２３は、微生物が生存状態にある、項目２２の物品である。
【０１２４】
　項目２４は、濃縮剤が、複数の粒子を含む、項目２２又は２３の物品である。
【０１２５】
　項目２５は、粒子が、１００μｍ以下の平均直径を有する、項目２４の物品である。
【０１２６】
　項目２６は、濃縮剤が、炭酸ランタン、オキシ炭酸ランタン、水酸化炭酸ランタン、又
はこれらの混合物を含む、項目２２～２５のいずれか１つの物品である。
【０１２７】
　項目２７は、濃縮剤が、無水物形又は水和物形である炭酸ランタンを含む、項目２６の
物品である。
【０１２８】
　項目２８は、濃縮剤が、無水物形又は水和物形であるオキシ炭酸ランタンを含む、項目
２６の物品である。
【０１２９】
　項目２９は、濃縮剤及び多孔質マトリックスを含む物品である。濃縮剤は、ランタン及
び炭酸塩の両方を含有する。濃縮剤の、ランタンに対する炭素の重量比が少なくとも０．
０５である。濃縮剤は、多孔質マトリックスの表面上に、多孔質マトリックスの全体に、
又はこれらの組み合わせで分散される。
【０１３０】
　項目３０は、濃縮剤が複数の粒子を含む、項目２９の物品である。
【０１３１】
　項目３１は、物品が小板の形状である、項目３０の物品である。
【０１３２】
　項目３２は、多孔質マトリックスが、不織繊維及び必要に応じて用いられるポリマーバ
インダーを含む、項目２９～３１のいずれか１つの物品である。
【０１３３】
　項目３３は、不織繊維が、ポリマー繊維、無機繊維、又はこれらの組み合わせを含む、
項目３２の物品である。
【０１３４】
　項目３４は、多孔質マトリックスが、焼結されたポリマー材料である、項目２９～３１
のいずれか１つの物品である。
【０１３５】
　項目３５は、焼結されたポリマー材料が、焼結された熱可塑性材料である、項目３４の
物品である。
【０１３６】
　項目３６は、多孔質マトリックスが、ろ過剤の形態である、項目２９～３５のいずれか
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１つの物品である。
【０１３７】
　項目３７は、濃縮剤が、炭酸ランタン、オキシ炭酸ランタン、水酸化炭酸ランタン、又
はこれらの混合物を含む、項目２９～３６のいずれか１つの物品である。
【０１３８】
　項目３８は、濃縮剤が、無水物形又は水和物形である炭酸ランタンを含む、項目３７の
物品である。
【実施例】
【０１３９】
　実施例において使用する比率（％）は、特に断らない限りはすべて重量比率である。す
べての実施例は、特に断らない限りは２重で試験を行った。
【０１４０】
　材料
　特に断らない限り、試薬はすべて、シグマ・アルドリッチ社（Sigma-Aldrich）又はブ
イ・ダブリュー・アール社（ＶＷＲ）より標準製品として購入した。
【０１４１】
　大腸菌（ＡＴＣＣ　５１８１３）、黄色ブドウ球菌（ＡＴＣＣ　６５３８）、サッカロ
マイセス・セレヴィシエ（Saccharomyces cerevisiae）（ＡＴＣＣ　２０１３９０）、及
びリステリア・モノサイトゲネス（Listeria monocytogenes）（ＡＴＣＣ　５１４１４）
を含むすべての細菌及び酵母培養物は、特に断らない限り、アメリカ培養細胞系統保存機
関（The American Type Culture Collection）（バージニア州マナッサス）より購入した
。特に断らない限り、試験用の細菌は、標準的な微生物学の手法に従って、トリプチック
ソイ寒天プレート上に培養物をストリークし、３７℃で一晩インキュベートすることによ
って調製したストリーク培養物から単離した。試験用の酵母培養物は、標準的な微生物学
の手法に従って、酵母抽出物ペプトンデキストロース寒天プレート上に培養物をストリー
クし、３０℃で一晩インキュベートすることによって調製したストリーク培養物から単離
した。
【０１４２】
　本明細書で使用する「繊維１」なる用語は、ミニファイバーズ社（Minifibers,Inc）（
テネシー州ジョンソンシティー）よりＦＹＢＲＥＬ６００の商品名で市販される、線質量
密度が１デニールであるフィブリル化ポリエチレン繊維のことを指す。
【０１４３】
　本明細書で使用する「繊維２」なる用語は、ミニファイバーズ社（Minifibers,Inc）（
テネシー州ジョンソンシティー）より市販される、長さ２インチ（５．０８ｃｍ）及び線
質量密度が６デニールである短ナイロン繊維のことを指す。
【０１４４】
　本明細書で使用する「繊維３」なる用語は、ミニファイバーズ社（Minifibers,Inc）（
テネシー州ジョンソンシティー）より市販される、長さ５ｍｍ及び線質量密度が２デニー
ルである２成分（エチレン酢酸ビニルとポリプロピレン）繊維のことを指す。
【０１４５】
　本明細書で使用する「繊維４」なる用語は、シュラー社（Schuller Inc.）（コロラド
州デンバー）よりＭＩＣＲＯ－ＳＴＲＡＮＤ　１０６～４７５の商品名で市販されるガラ
ス繊維のことを指す。
【０１４６】
　炭酸ランタン水和物（Ｌａ２（ＣＯ３）３・ｘＨ２Ｏ）を、アルファ・エイサー社（Al
fa Aesar）（マサチューセッツ州ワードヒル）より入手した。
【０１４７】
　塩化ランタン（ＬａＣｌ３）を、イー・エム・サイエンス社（EMScience）（ニュージ
ャージー州ギブスタウン）より入手した。
【０１４８】
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　純度９９．９％の硝酸ランタン六水和物（Ｌａ（ＮＯ３）３・６Ｈ２Ｏ）粉末を、アル
ファ・エイサー社（Alfa Aesar）（マサチューセッツ州ワードヒル）より入手した。
【０１４９】
　酸化ランタン（Ｌａ２Ｏ３）粉末を、アルファ・エイサー社（Alfa Aesar）（マサチュ
ーセッツ州ワードヒル）より入手した。
【０１５０】
　重炭酸ナトリウム（ＮａＨＣＯ３）を、イー・エム・ディー・ケミカルズ社（EMD Chem
icals, Inc.）（ニュージャージー州ギブスタウン）より入手した。
【０１５１】
　「ラテックスバインダー」なる用語は、エア・プロダクツ・ポリマーズ社（ペンシルベ
ニア州アレンタウン）よりＡＩＲＦＬＥＸ　６００ＢＰの商品名で市販される、固形分５
０重量％の酢酸ビニルエマルションのことを指す。
【０１５２】
　「凝集剤」なる用語は、ミッドサウス・ケミカル社（Midsouth ChemicalCo., Inc.）（
ルイジアナ州リンゴールド）よりＭＰ　９３０７の商品名で市販されるポリマー材料のこ
とを指す。
【０１５３】
　「ＤＩ水」とは、ミリポア社（Millipore）（マサチューセッツ州ウォルサム）よりＭ
ＩＬＬＩ－Ｑ　ＧＲＡＤＩＥＮＴ　ＳＹＳＴＥＭの商品名で市販される浄化システムを通
過させた、電気抵抗率が１８ＭΩの脱イオン水のことを指す。
【０１５４】
　「吸着緩衝液」なる用語は、ｐＨが７．２に等しい溶液のことを指す。１００Ｘ強度の
緩衝液として、ＤＩ水に溶解した５ｍｍｏｌのＫＣＬ、１ｍｍｏｌのＣａＣｌ２、０．１
ｍｍｏｌのＭｇＣｌ２、及び１ｍｍｏｌのＫ２ＨＰＯ４を含むものを用いた。
【０１５５】
　「ＢＨＩブロス」とは、ベクトン・ディキンソン社（Becton Dickinson）（メリーラン
ド州スパークス）よりＤＩＦＣＯ　ＢＯＶＩＮＥ　ＨＥＡＲＴ　ＩＮＦＵＳＩＯＮ　ＢＲ
ＯＴＨの商品名で市販されるものを、製造者の指示に従って３．７重量％となるように調
製したものを指す。
【０１５６】
　「バターフィールド緩衝液」とは、ｐＨが７．２±０．２である一塩基性リン酸カリウ
ム緩衝溶液のことを指す。この緩衝液は、ブイ・ダブリュー・アール社（ＶＷＲ）（ペン
シルベニア州ウェストチェスター）より購入することができる。
【０１５７】
　「トリプチックソイ寒天プレート」とは、３重量％のＤＩＦＣＯトリプチックソイ寒天
を用い、製造者の指示に従って調製されたプレートのことを指す。ＤＩＦＣＯトリプチッ
クソイ寒天は、ベクトン・ディキンソン社（Becton Dickinson）（メリーランド州スパー
クス）より購入することができる。
【０１５８】
　「ＭＯＸプレート」とは、ハーディー・ダイアグノスティクス社（HardyDiagnostics）
（カリフォルニア州サンタマリア）より市販される、リステリア菌用に改変されたオック
スフォード培地を使用して調製されたプレートのことを指す。
【０１５９】
　「ＹＰＤ寒天プレート」とは、いずれもベクトン・ディキンソン社（BectonDickinson
）（メリーランド州スパークス）より市販される５重量％酵母抽出ペプトンデキストロー
ス及び１．５％寒天を用い、製造者の指示に従って調製された寒天プレートのことを指す
。
【０１６０】
　「大腸菌プレート」とは、３Ｍ　Ｅ．ｃｏｌｉ／Ｃｏｌｉｆｏｒｍ（大腸菌／大腸菌群
）ペトリフィルムプレートの商品名でスリー・エム社（3M Company）（ミネソタ州セント
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ポール）より市販されるプレートのことを指す。
【０１６１】
　「ＡＣプレート」とは、３Ｍ好気性細菌計数（Aerobic Count）ペトリフィルムプレー
トの商品名でスリー・エム社（3M Company）（ミネソタ州セントポール）より市販される
プレートのことを指す。
【０１６２】
　「ＹＭプレート」とは、３Ｍペトリフィルム酵母及びカビ（Yeast and Mold）プレート
の商品名でスリー・エム社（3M Company）（ミネソタ州セントポール）より市販されるプ
レートのことを指す。
【０１６３】
　「シリンジ」なる用語は、ＢＤ　ＬＵＥＲ－ＬＯＫの商品名で市販されるチップを有す
るものを指す。このようなシリンジは、ブイ・ダブリュー・アール社（ＶＷＲ）（ペンシ
ルベニア州ウェストチェスター）より購入することができる。
【０１６４】
　「フィルターホルダー」なる用語は、ミリポア社（Millipore）（マサチューセッツ州
ベッドフォード）よりＳｗｉｎｎｅｘの商品名で市販される１３ｍｍフィルターホルダー
のことを指す。
【０１６５】
　「ストマッカー」なる用語は、ブイ・ダブリュー・アール社（VWR）（ペンシルベニア
州ウェストチェスター）より購入することができる、ＳＴＯＭＡＣＨＥＲ　４００循環実
験用ブレンダー（Circulator Laboratory Blender）の商品名で市販されるブレンダーの
ことをそれぞれ指す。「ストマッカーバッグ」とは、ブイ・ダブリュー・アール社（ＶＷ
Ｒ）より購入することができる、ＦＩＬＴＲＡ－ＢＡＧの商品名で市販されるポリエチレ
ン試料バッグのことを指す。
【０１６６】
　バイオメルークス社（bioMerieux, Inc.）（ノースカロライナ州ダーハム）よりＤＥＮ
ＳＩＣＨＥＫの商品名で市販される濃度計を使用して、０．５マクファーランド標準液を
調製した。マクファーランド番号０．５とは、約１～１．５×１０８ＣＦＵ／ｍＬの細菌
濃度に相当する。ＣＦＵなる用語は、コロニー形成単位のことを指す。マクファーランド
標準液を、細菌数が所定の範囲内となるように、細菌懸濁液の濁度を調整するための基準
として用いた。
【０１６７】
　Ｘ線回折分析
　試料は、ゼロバックグラウンドの石英インサート上で直接調べた。反射幾何学データを
、Ｐｈｉｌｉｐｓ垂直回折計、銅Ｋα線、及び散乱放射の比例検出器レジストリを用いて
サーベイスキャンの形で収集した。回折計に、可変入射ビームスリット、固定回折ビーム
スリット、及びグラファイト回折ビームモノクロメータを取り付けた。サーベイスキャン
は、０．０４度のステップサイズ及び４秒の滞留時間を用いて５～８０度（２θ）で行っ
た。Ｘ線発生器は４５ｋＶ及び３５ｍＡに設定した。粉末回折ファイル（ＰＤＦ）を、回
折パターンに観察される反射に基づき、試料中に存在する相の同定に使用した。
【０１６８】
　走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）イメージング
　試料を、アルミニウムスタブ上に貼着された両面カーボンテープ上に装填した。装填さ
れた試料を、スパッターコーター（テッド・ペラ社（Ted Pella, Inc.）（カリフォルニ
ア州アーバイン）より販売されるＳＥＭコーティングユニットＰＳ３）を用いてＡｕ／Ｐ
ｄでコーティングすることにより、イメージングの際の帯電効果を抑制した。コーティン
グした試料は、以下のイメージング条件：２０ｋＶ及び作動距離（Ｗ．Ｄ．）１７ｍｍで
、ジェー・イー・オー・エル・ユー・エス・エー社（JEOL USA, Inc.）（マサチューセッ
ツ州ピーボディ）より販売されるＪＥＯＬ　ＪＳＭ－６４００走査電子顕微鏡を使用して
２次電子モードでイメージングした。
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【０１６９】
　ランタン分析
　元素分析に使用した器具は、パーキンエルマー（Perkin Elmer）社のＯｐｔｉｍａ　８
３００誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）光学放射分光光度計であった。試料は、０、０．２、
０．５、及び１．０パーツ・パー・ミリオン（ｐｐｍ）のランタンを含有する酸マッチン
グした基準溶液を用いて生成した外部検量線に対して分析した。０．５ｐｐｍの品質管理
基準を使用して、分析中の検量線の精度を監視した。０．５ｐｐｍスカンジウム溶液をサ
ンプル及び基準とともに測定して、内部基準として用いた。一般的な分析では、１０ミリ
グラム（ｍｇ）の試料をポリプロピレン遠心チューブ中に０．０１ｍｇ単位で秤量し、２
体積％の硝酸水溶液で溶解した。固形物が完全に分解した時点で、溶液を脱イオン水で５
０ｍＬにまで希釈した。分析に先立ち、溶液を更に体積で１００倍に希釈して、ランタン
濃度を線形検量範囲内とした。
【０１７０】
　炭素分析
　ＬＥＣＯモデル９３２　ＣＨＮＳ元素分析装置を使用して、燃焼により炭素の重量比率
（％）について試料を分析した。試料は、少なくとも３重で測定し、結果を標準偏差とと
もに各実験の測定値の平均として報告した。試料の分析に先立って、スルファメタジン基
準を用いた検量線を生成した。特に断らない限り、炭素の絶対標準偏差は、±０．５重量
％未満であった。炭素の検出限界は、０．５０重量％であった。
【０１７１】
　実施例１：濃縮剤１
　ランタン／炭酸塩含有物質（濃縮剤１）を、ビーカー内で、等量の１０重量％の硝酸ラ
ンタン（Ｌａ（ＮＯ３）３・６Ｈ２Ｏ）の水溶液を、６重量％の重炭酸ナトリウム（Ｎａ
ＨＣＯ３）の水溶液に、マグネチックスターラーバーで絶えず攪拌しながら滴下すること
により調整した。重炭酸塩の添加開始から数分後、明白色の固体が溶液から沈殿した。こ
の固体を真空濾過してから、濾紙（ワットマン濾紙５番）を装着したブフナー漏斗内で脱
イオン水により洗浄した。固体を室温の空気中で一晩乾燥して、ランタンを含有する濃縮
剤１を得た。この物質（濃縮剤１）のＸ線回折分析により、鉱物であるカルキンサイト（
ＰＤＦ：６－００７６）と構造が類似した相の存在が示された。濃縮剤１の走査電子顕微
鏡（ＳＥＭ）イメージングによれば、粒子は、板状の形態を有していた。個々の小板は、
厚さが数百ｎｍであり、平面の寸法は数ミクロンであった。これらの小板は、数十μｍま
での粒径のより大きな粒子に凝集する傾向を示した。炭素含量は、５．３９重量％であっ
た。ランタン含量は、４９．３重量％であった。ランタンに対する炭素の重量比は、０．
１０９であった。
【０１７２】
　実施例２：濃縮剤２（濃縮剤１を３００℃で加熱したもの）
　実施例１で調製した濃縮剤１を、箱形炉（カーボライト社（Carbolite LTD）（英国、
ホープバレー）より販売されるＣａｒｂｏｌｉｔｅ　ＲＨＦ　１５００炉）内で室温から
３００℃まで３０分かけて昇温した後、３００℃の石英ボート内で１時間、空気中で焼結
した。得られた白色粉末（濃縮剤２）をＸ線解析で分析したところ、炭酸ランタンの存在
（ＰＤＦ：６－００７６及び／又は４－０１０－３６０９）を示した。Ｘ線解析パターン
は、（２００）及び（４００）平面に沿った強い配向を、また、無秩序かつ／又は小粒化
されたオキシ炭酸ランタン相（ＰＤＦ：４８－１１１３）に帰着されるブロードな反射群
を示した。濃縮剤２の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）イメージングによれば、この物質は、実
施例１で調製した濃縮剤１と同様の板状の形態を有していた。このような板状の形態は、
Ｘ線回折分析で観察された強い配向効果と符合するものである。炭素含量は、６．７３±
０．１６重量％であった。ランタン含量は、５７．９±０．８重量％であった。ランタン
に対する炭素の重量比は、０．１１６±０．００３であった。
【０１７３】
　比較例１：（濃縮剤１を５５０℃で加熱したもの）
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　実施例１で調製した濃縮剤１を、箱形炉（カーボライト社（Carbolite LTD）（英国、
ホープバレー）より販売されるＣａｒｂｏｌｉｔｅ　ＲＨＦ　１５００炉）内で室温から
５５０℃まで６０分かけて昇温した後、５５０℃の石英ボート内で１時間、空気中で焼結
した。得られた白色粉末（比較例１）は、Ｘ線解析により示されるように、オキシ炭酸ラ
ンタン（ＰＤＦ：４８－１１１３）を含有することが示された。この物質のＳＥＭイメー
ジングは、実施例２で調製した物質と同様の形態及び大きさを示した。炭素含量は、２．
８８±０．０３重量％であった。ランタン含量は、７２．３重量％であった。ランタンに
対する炭素の重量比は、０．０４０±０．０００４であった。
【０１７４】
　実施例３：濃縮剤３
　濃縮剤３は、市販の炭酸ランタン水和物（Ｌａ２（ＣＯ３）３・ｘＨ２Ｏ）であった。
Ｘ線回折によれば、この物質は、ランタナイト（Ｌａ２（ＣＯ３）３・８Ｈ２Ｏ）（ＰＤ
Ｆ：４－０１０－３６０９）を含有していた。走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）イメージングに
よれば、濃縮剤４は、板状の形態を有していた。個々の小板は、一般的に厚さ１μｍより
も厚く、平面の寸法は数十ミクロンであった。これらの小板は、数十μｍまでの粒径のよ
り大きな粒子に凝集する傾向を示した。炭素含量は、５．３１±０．１２重量％であった
。ランタン含量は、４４±１重量％であった。ランタンに対する炭素の重量比は、０．１
２１±０．００４であった。
【０１７５】
　実施例４：（濃縮剤３を３００℃に加熱したもの）
　実施例３で述べた濃縮剤３を、箱形炉（カーボライト社（Carbolite LTD）（英国、ホ
ープバレー）より販売されるＣａｒｂｏｌｉｔｅ　ＲＨＦ　１５００炉）内で室温から３
００℃まで３０分かけて昇温した後、３００℃の石英ボート内で１時間、空気中で焼結し
た。得られた白色粉末（濃縮剤４）は、濃縮剤１と同様のＸ線回折パターンを有していた
。走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）イメージングによれば、形態及び微小構造は濃縮剤３と同様
であった。炭素含量は、７．１５±０．１２重量％であった。ランタン含量は、５７．７
±０．３重量％であった。ランタンに対する炭素の重量比は、０．１２４±０．００２で
あった。
【０１７６】
　比較例２：（濃縮剤３を５５０℃に加熱したもの）
　実施例３で述べた濃縮剤３を、箱形炉（カーボライト社（Carbolite LTD）（英国、ホ
ープバレー）より販売されるＣａｒｂｏｌｉｔｅ　ＲＨＦ　１５００炉）内で室温から５
５０℃まで６０分かけて昇温した後、５５０℃の石英ボート内で１時間、空気中で焼結し
た。Ｘ線回折によれば、得られた白色粉末（比較例２）はオキシ炭酸ランタン（ＰＤＦ：
４８－１１１３）を含有していた。この物質の走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）イメージングに
より、この物質が濃縮剤３と同様の形態及び大きさを有することが示された。炭素含量は
、２．８６±０．０４重量％であった。ランタン含量は、７２．３±０．８重量％であっ
た。ランタンに対する炭素の重量比は、０．０４０±０．００１であった。
【０１７７】
　微生物懸濁液１：大腸菌の懸濁液
　グラム陰性細菌である大腸菌（E. coli）のストリーク培養物を用いて、３ｍＬのＤＩ
水中、マクファーランド標準液０．５を調製した。１０８ＣＦＵ／ｍＬを含む、得られた
細菌ストック液を吸着緩衝液中で連続希釈して、懸濁液１ｍＬ当たり１０３個の微生物を
有する細菌懸濁液を得た。
【０１７８】
　実施例５：実施例２による大腸菌の捕捉
　実施例５は、体積１．０ｍＬの微生物懸濁液１を、１０ｍｇの実施例２で調製した濃縮
剤２が入れられた、ベクトン・ディキンソン社（Becton Dickinson）（ニュージャージー
州、フランクリンレイクス）よりＢＤ　Ｆａｌｃｏｎの商品名で市販される、ラベルが貼
られた滅菌５ｍＬポリプロピレンチューブに加えることにより調製した。捕捉効率を表１
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に示す。
【０１７９】
　比較例３：比較例１による大腸菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの比較例１を使用した点以外は実施例５と同様にして比較
例３を調製した。捕捉効率を表１に示す。
【０１８０】
　実施例６：実施例３からの濃縮剤３による大腸菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの実施例３で述べた濃縮剤３を使用した点以外は実施例５
と同様にして実施例６を調製した。捕捉効率を表１に示す。
【０１８１】
　実施例７：濃縮剤４による大腸菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの実施例４で調製した濃縮剤４を使用した点以外は実施例
５と同様にして実施例７を調製した。捕捉効率を表１に示す。
【０１８２】
　比較例４：比較例２による大腸菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの比較例２を使用した点以外は実施例５と同様にして比較
例４を調製した。捕捉効率を表１に示す。
【０１８３】
　比較例５：Ｌａ２Ｏ３による大腸菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの酸化ランタン（Ｌａ２Ｏ３）を使用した点以外は実施例
５と同様にして比較例Ｃ５を調製した。捕捉効率を表１に示す。
【０１８４】
　比較例Ｃ６：ＬａＣｌ３による大腸菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの塩化ランタン（ＬａＣｌ３）を使用した点以外は実施例
５と同様にして比較例Ｃ６を調製した。捕捉効率を表１に示す。
【０１８５】
　比較例Ｃ７：ＬａＣｌ３による大腸菌の捕捉
　１０ｍｇの塩化ランタンを１ｍＬの濾過滅菌したＤＩ水に加えて１０ｍｇ／ｍＬ溶液（
４０ｍｍｏｌ分散液）を調製することにより比較例Ｃ７を調製した。次いで、この分散液
５μＬを滅菌５ｍＬチューブ内で１ｍＬの微生物懸濁液１に加えた。比較例Ｃ７の塩化ラ
ンタン濃度は、細菌懸濁液１ｍＬ当たり０．２ｍｍｏｌであった。捕捉効率を表１に示す
。
【０１８６】
　大腸菌の捕捉効率：実施例５～７及び比較例Ｃ３～Ｃ７
　１．０ｍＬの微生物懸濁液１を、ベクトン・ディキンソン社（BectonDickinson）（ニ
ュージャージー州、フランクリンレイクス）よりＢＤ　Ｆａｌｃｏｎの商品名で市販され
る、ラベルが貼られた滅菌５ｍＬポリプロピレンチューブに加えることによりコントロー
ル試料を調製した。濃縮剤は加えなかった。１つのコントロール試料は、大腸菌１ｍＬ当
たり１３０ＣＦＵを含み、別のコントロール試料は、大腸菌１ｍＬ当たり１３５ＣＦＵを
含んでいた。
【０１８７】
　実施例５～７、比較例Ｃ３～Ｃ７、及びコントロール試料の入ったチューブにキャップ
をし、ボルテックスミキサー（バーンステッド・インターナショナル社（Barnstead Inte
rnational）（アイオワ州ドゥビューク）より販売されるＴｈｅｒｍｏｌｙｎｅ　Ｍａｘ
ｉｍｉｘ　Ｐｌｕｓボルテックスミキサー）上で混合した。次いで各チューブを、プラッ
トフォームロッカー（バーンステッド・インターナショナル社（Barnstead Internationa
l）より販売されるＴｈｅｒｍｏｌｙｎｅ　Ｖａｒｉ　Ｍｉｘプラットフォームロッカー
）上で毎分１４サイクルで１０分間、室温（２５℃）で揺動した。比較例Ｃ７のチューブ
は、更に２０分間、全体で３０分間揺動した。揺動後、各チューブを１０分間沈殿させた
。
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【０１８８】
　沈殿した物質を、１ｍＬ滅菌バターフィールド緩衝液に再懸濁し、製造者の指示に従っ
てＡＣプレート上に接種した。コントロール試料も同様にＡＣプレート上に接種した。各
プレートを３７℃で１８～２０時間インキュベートし、製造者の指示に従って、３Ｍ　Ｐ
ｅｔｒｉｆｉｌｍプレートリーダー（スリー・エム社（3M Company）（ミネソタ州セント
ポール）より販売されるもの）を使用してコロニーカウントについて分析した。捕捉効率
（効率）は、再懸濁された物質上で捕捉された微生物の数（％）に等しい。捕捉効率は、
再懸濁された物質からカウントされたコロニーの数（捕捉）と、非処理のコントロール試
料からカウントされたコロニーの数（コントロール）とから、以下の式に従って求めた。
すなわち、
　捕捉効率（％）＝（（捕捉）／（コントロール））×１００
　大腸菌の捕捉効率の結果を表１に示す。効率の標準偏差は、特に断らない限りは１０％
未満である。
【０１８９】

【表１】

　＊これらの実施例のコントロール試料は、大腸菌１ｍＬ当たり１３０ＣＦＵを含んでい
た。
　＊＊これらの実施例のコントロール試料は、大腸菌１ｍＬ当たり１３５ＣＦＵを含んで
いた。
【０１９０】
　微生物懸濁液２：黄色ブドウ球菌の懸濁液
　グラム陽性細菌である黄色ブドウ球菌（S. aureus）のストリーク培養物を用いて、３
ｍＬのＤＩ水中、マクファーランド標準液０．５を調製した。１０８ＣＦＵ／ｍＬを含む
、得られた細菌ストック液を吸着緩衝液中で連続希釈して、懸濁液１ｍＬ当たり１０３個
の微生物を有する細菌懸濁液を得た。
【０１９１】
　実施例８：濃縮剤２による黄色ブドウ球菌の捕捉
　実施例８は、体積１．０ｍＬの微生物懸濁液２を、１０ｍｇの実施例２で調製した濃縮
剤２が入れられた、ベクトン・ディキンソン社（Becton Dickinson）（ニュージャージー
州、フランクリンレイクス）よりＢＤ　Ｆａｌｃｏｎの商品名で市販される、ラベルが貼
られた滅菌５ｍＬポリプロピレンチューブに加えることにより調製した。捕捉効率を表２
に示す。
【０１９２】
　比較例Ｃ８：比較例１による黄色ブドウ球菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの比較例１を使用した点以外は実施例８と同様にして比較
例Ｃ８を調製した。捕捉効率を表２に示す。
【０１９３】
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　実施例９：濃縮剤３による黄色ブドウ球菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの実施例３で述べた濃縮剤３を使用した点以外は実施例８
と同様にして実施例９を調製した。捕捉効率を表２に示す。
【０１９４】
　実施例１０：濃縮剤４による黄色ブドウ球菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの実施例４で述べた濃縮剤４を使用した点以外は実施例８
と同様にして実施例１０を調製した。捕捉効率を表２に示す。
【０１９５】
　比較例９：比較例２による黄色ブドウ球菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの比較例２を使用した点以外は実施例８と同様にして比較
例Ｃ９を調製した。捕捉効率を表２に示す。
【０１９６】
　比較例Ｃ１０：Ｌａ２Ｏ３による黄色ブドウ球菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの酸化ランタン（Ｌａ２Ｏ３）を使用した点以外は実施例
８と同様にして比較例Ｃ１０を調製した。捕捉効率を表２に示す。
【０１９７】
　比較例Ｃ１１：濃縮剤ＬａＣｌ３による黄色ブドウ球菌の捕捉
　濃縮剤２の代わりに１０ｍｇの塩化ランタン（ＬａＣｌ３）を使用した点以外は実施例
８と同様にして比較例Ｃ１１を調製した。捕捉効率を表２に示す。
【０１９８】
　比較例Ｃ１２：ＬａＣｌ３による黄色ブドウ球菌の捕捉
　１０ｍｇの塩化ランタンを１ｍＬの濾過滅菌したＤＩ水に加えて１０ｍｇ／ｍＬ溶液（
４０ｍｍｏｌ分散液）を調製することにより比較例Ｃ１２を調製した。次いで、この分散
液５μＬを滅菌５ｍＬチューブ内で１ｍＬの微生物懸濁液２に加えた。比較例Ｃ１２の塩
化ランタン濃度は、細菌懸濁液１ｍＬ当たり０．２ｍｍｏｌであった。捕捉効率を表２に
示す。
【０１９９】
　黄色ブドウ球菌の捕捉効率：実施例８～１０及び比較例Ｃ８～Ｃ１２
　１．０ｍＬの微生物懸濁液２を、ベクトン・ディキンソン社（BectonDickinson）（ニ
ュージャージー州、フランクリンレイクス）よりＢＤ　Ｆａｌｃｏｎの商品名で市販され
る、ラベルが貼られた滅菌５ｍＬポリプロピレンチューブに加えることによりコントロー
ル試料を調製した。濃縮剤は加えなかった。１つのコントロール試料は、黄色ブドウ球菌
１ｍＬ当たり１４０ＣＦＵを含み、別のコントロール試料は、黄色ブドウ球菌１ｍＬ当た
り１９５ＣＦＵを含んでいた。
【０２００】
　実施例８～１０、比較例Ｃ８～Ｃ１２、及びコントロール試料の入ったチューブにキャ
ップをし、ボルテックスミキサー（バーンステッド・インターナショナル社（Barnstead 
International）（アイオワ州ドゥビューク）より販売されるＴｈｅｒｍｏｌｙｎｅ　Ｍ
ａｘｉｍｉｘ　Ｐｌｕｓボルテックスミキサー）上で混合した。次いで各チューブを、プ
ラットフォームロッカー（バーンステッド・インターナショナル社（Barnstead Internat
ional）より販売されるＴｈｅｒｍｏｌｙｎｅ　Ｖａｒｉ　Ｍｉｘプラットフォームロッ
カー）上で毎分１４サイクルで１０分間、室温（２５℃）で揺動した。比較例Ｃ１２のチ
ューブは、更に２０分間、全体で３０分間揺動した。揺動後、各チューブを１０分間沈殿
させた。
【０２０１】
　沈殿した物質を、１ｍＬ滅菌バターフィールド緩衝液に再懸濁し、製造者の指示に従っ
てＡＣプレート上に接種した。コントロール試料も同様にＡＣプレート上に接種した。各
プレートを３７℃で１８～２０時間インキュベートし、製造者の指示に従って、３Ｍ　Ｐ
ＥＴＲＩＦＩＬＭプレートリーダー（スリー・エム社（3M Company）（ミネソタ州セント
ポール）より販売されるもの）を使用してコロニーカウントについて分析した。捕捉効率



(29) JP 6087426 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

は上記に述べたようにして計算した。黄色ブドウ球菌の捕捉効率の結果を表２に示す。効
率の標準偏差は、特に断らない限りは１０％未満である。
【０２０２】
【表２】

　＊これらの実施例のコントロール試料は、黄色ブドウ球菌１ｍＬ当たり１９５ＣＦＵを
含んでいた。
　＊＊これらの実施例のコントロール試料は、黄色ブドウ球菌１ｍＬ当たり１４０ＣＦＵ
を含んでいた。
【０２０３】
　実施例１１：濃縮剤２による希釈大腸菌の捕捉
　大腸菌のストリーク培養物を用いて、３ｍＬの濾過滅菌水中、マクファーランド標準液
０．５を調製した。１×１０８ＣＦＵ／ｍＬを含む、得られた細菌ストック液を水で連続
希釈して、約１００ＣＦＵ／ｍＬを有する細菌懸濁液を得た。この細菌懸濁液を１００ｍ
Ｌの水道水で１：１０００に希釈することによって全体で約１０ＣＦＵの濃度を有する微
生物懸濁液を与えることにより、希釈懸濁液を調製した。体積１ｍＬの吸着緩衝液及び１
００ｍＬの希釈微生物懸濁液を、ブイ・ダブリュー・アール社（ＶＷＲ）より入手した滅
菌２５０ｍＬポリプロピレン製円錐底遠心チューブに加えた。
【０２０４】
　実施例２で調製した濃縮剤２（１００ｍｇ）を、希釈微生物懸濁液に加えた。２重の試
料を調製した。各チューブにキャップをし、プラットフォームロッカー上で１４サイクル
／分で３０分間、室温（２５℃）で揺動した。揺動後、チューブの内容物を約３０分間沈
殿させた。
【０２０５】
　各試料から９９ｍＬの体積をピペットで吸引して捨て、沈殿した物質を含んだ１ｍＬの
水を残した。各チューブからの沈殿物質をピペットで取り出して、別の大腸菌プレートに
接種した。各プレートを３７℃で１８～２０時間インキュベートし、製造者の指示に従っ
て、３Ｍ　Ｐｅｔｒｉｆｉｌｍプレートリーダー（スリー・エム社（3M Company）（ミネ
ソタ州セントポール）より販売されるもの）を使用してコロニーカウントについて分析し
た。捕捉効率を計算したところ、標準偏差２０％未満で１００％であった。希釈した微生
物懸濁液は、１００ｍＬ当たり３ＣＦＵを含んでいた。濃縮剤２により捕捉された平均の
ＣＦＵは３ＣＦＵであった。
【０２０６】
　実施例１２：濃縮剤２（５ｇ）を含む多孔質マトリックス
　３０．０ｇの繊維１、６．０ｇの繊維２、４．５ｇの繊維３、及び３．０ｇの繊維４を
、４Ｌの冷たい水道水と、４Ｌのブレンダー（ブイ・ダブリュー・アール社（VWR Co.）
（ペンシルベニア州ラドナー）より販売されるＷａｒｉｎｇ商業用耐久型ブレンダー、モ
デル３７ＢＬ８４）内で、中速で９０秒間混合することにより繊維プレミックスを調製し
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た。この混合物を、ニット（nits）又は凝塊のない繊維の均一な分散について調べ、凝塊
がすべて細かくなるように必要なだけ更にブレンドした。次いで、１Ｌの繊維プレミック
スを１Ｌステンレス鋼ビーカーに加え、インペラミキサー（サーモ・フィッシャー・サイ
エンティフィック社（ThermoFisher Scientific）（マサチューセッツ州ウォルサム）よ
り販売されるＦｉｓｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｓｔｅｄｆａｓｔ攪拌器モデルＳＬ
２４００）で速度設定４として５分間混合した。次いで、１．０ｇのラテックスバインダ
ーを５０ｍＬビーカー内で約２５ｍＬの水道水に分散し、混合物に加えた。ビーカーを更
に約２５ｍＬの水道水ですすぎ、これを混合物に加えて約２分間混合した。同様にして、
０．５ｇの凝集剤を約２５ｍＬの水道水に分散し、混合下で混合物に加えた後、ビーカー
から更に約２５ｍＬのすすぎ水を加えた。ラテックスバインダーが溶液から繊維上に析出
し、プレミックスの液相は濁った状態からほぼ透明に変化した。次いで、実施例２で調製
した５．０ｇの濃縮剤２を加え、ボルテックスミキサーで１分間混合した。
【０２０７】
　ウイリアムズ・アパラタス社（Williams Apparatus）（ニューヨーク州ウォータータウ
ン）より入手したＴＡＰＰＩパッドメーカー装置を使用して、フェルトを調製した。この
装置は、底部に目の細かいスクリーン及び排水弁を有する約２０ｃｍ（８インチ）四方で
高さ２０ｃｍ（８インチ）の箱を有していた。この箱に、スクリーンの上約１ｃｍの高さ
にまで水道水を満たした。粒子を含有する混合物を箱に注ぎ入れ、直ちに弁を開くと、形
成された真空により箱から水が抜かれた。得られたウェットレイドフェルトは、厚さ約３
ｍｍであった。
【０２０８】
　このウェットレイドフェルトを装置から２０ｃｍ四方のブロッター紙（アンカー・ペー
パー社（Anchor Paper）（ミネソタ州セントポール）より販売される９６ポンド（４３ｋ
ｇ）の白紙）のシート上に移した。シートの湿り具合に応じてこのフェルトを２～４層の
ブロッター紙の間に挟み、６０ポンド／平方インチ（０．４１ＭＰａ）（フェルト上に約
１２ポンド／平方インチ（８２．７ｋＰａ）の圧力が作用するように計算した）に設定し
た空圧プレス機により２枚の強化スクリーンの間で１～２分間、水がそれ以上滲み出なく
なることが観察されるまでプレスした。次いで、プレスしたフェルトを新しいブロッター
紙のシート上に移し、１２０℃に設定したオーブン（エス・ピー・エックス・サーマル・
プロダクト・ソリューションズ社（SPX Thermal Product Solutions）（ペンシルベニア
州ホワイドディアー）より販売されるＢＬＵＥ　Ｍ　Ｓｔａｂｉｌ－Ｔｈｅｒｍオーブン
、モデルＯＶ－５６０Ａ２）に約４０分間入れることによって残留する水を除去し、ラテ
ックスバインダーを硬化させて多孔質マトリックスを形成した。
【０２０９】
　実施例１３：濃縮剤２（１０ｇ）を含む多孔質マトリックス
　１０．０ｇの濃縮剤２を加えた点以外は実施例１２の手順に従って多孔質マトリックス
を調製した。
【０２１０】
　微生物懸濁液３：Ｌ．モノサイトゲネス（L. monocytogenes）の懸濁液
　リステリア・モノサイトゲネス（L. monocytogenes）のストリーク培養物を用いて、３
ｍＬのＢＨＩブロス中、マクファーランド標準液０．５を調製した。約１０８ＣＦＵ／ｍ
Ｌを含む、得られた細菌ストック液をＢＨＩブロス中で連続希釈して、約１０３ＣＦＵ／
ｍＬを有する細菌懸濁液を得た。
【０２１１】
　実施例１４：実施例１２の多孔質マトリックス／濃縮剤によるＬ．モノサイトゲネス（
L.monocytogenes）の捕捉
　直径１４ｍｍの円形片を実施例１２の物品から打ち抜き、フィルターホルダー（Ｓｗｉ
ｎｎｅｘ）に挿入した。３ｍＬシリンジを使用して１．５ｍＬの微生物懸濁液３をフィル
ターホルダー内の円形試料上に加えた。フィルターホルダーを容器に被せて濾液を回収し
、約１５秒間で濾過を完了した。捕捉効率を表３に示す。
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【０２１２】
　実施例１５：実施例１３の多孔質マトリックス／濃縮剤によるＬ．モノサイトゲネス（
L.monocytogenes）の捕捉
　実施例１２の代わりに実施例１３の物品から円形片を打ち抜いた点以外は実施例１４に
述べたのと同様の手順に従って実施例１５を調製し、濾過した。捕捉効率を表３に示す。
【０２１３】
　実施例１４～１５によるＬ．モノサイトゲネス（L. monocytogenes）の捕捉効率
　実施例１４及び１５で得られた各濾液から１００μＬの体積をＭＯＸプレート上に接種
した。１００μＬの濾過しない微生物懸濁液３をＭＯＸプレート上に接種することにより
コントロールを調製した。実施例１４及び１５からの円形物品を、各濾過の後で表面を滅
菌したピンセットを使用してフィルターホルダーから取り出し、１００μＬのバターフィ
ールド緩衝液とともにＭＯＸプレート上に置いた。すべてのプレートを３７℃で１８～２
０時間インキュベートした。コロニーをマニュアルでカウントした。
【０２１４】
　コントロール試料は３３７０ＣＦＵ／ｍＬ（５０５５ＣＦＵ／１．５ｍＬ）を有してい
た。接種した円形物品はいずれもＬ．モノサイトゲネス（L. monocytogenes）の増殖を示
し、捕捉された細菌細胞が生存可能であることが示された。
【０２１５】
　濾液からのコロニーのカウントを用い、円形物品の捕捉効率を以下のようにして計算し
た。濾過効率（効率）は、濾液からカウントされたコロニーの数（濾液カウント）と、濾
過しないコントロール試料からカウントされたコロニーの数（コントロールカウント）と
から、以下の式に従って求めた。すなわち、
【０２１６】
　濾過効率（％）＝（（濾液カウント）／（コントロールカウント））×１００
　捕捉効率（％）＝１００－濾過効率
　捕捉効率の結果を表３に示す。
【０２１７】
【表３】

【０２１８】
　実施例１６：実施例１３の多孔質マトリックス／濃縮剤による大腸菌の除去
　大腸菌のストリーク培養物を用いて、３ｍＬの滅菌ＤＩ水中、マクファーランド標準液
０．５を調製した。１×１０８ＣＦＵ／ｍＬを含む、得られた細菌ストック液をＤＩ水で
連続希釈して、約１０５ＣＦＵ／ｍＬを有する細菌懸濁液を得た。
【０２１９】
　直径１４ｍｍの円形片を実施例１３の物品から打ち抜き、フィルターホルダー（Ｓｗｉ
ｎｎｅｘ）に挿入した。３ｍＬシリンジを使用して１．０ｍＬの微生物懸濁液をフィルタ
ー内の円形片上に加えた。濾過後、濾液を回収し、ＤＩ水で１：１００に希釈し、大腸菌
プレート上に接種した。約１０５ＣＦＵ／ｍＬを有する細菌懸濁液をバターフィールド緩
衝液で１：１００の倍率で希釈してから１ｍＬの希釈液を接種することにより、コントロ
ール試料を調製した。プレートを３７℃で１８～２０時間インキュベートした。３Ｍ　Ｐ
ＥＴＲＩＦＩＬＭプレートリーダーを使用してコロニーカウントを測定した。
【０２２０】
　対数減少値（ＬＲＶ）は、濾過マトリックスの細菌除去性能の指標である。この値は、
下式に従い、コントロール中のコロニーカウント（ＣＦＵ／ｍＬ）の対数値（Ｌｏｇコン
トロールカウント）から濾液中のコロニーカウント（濾液カウント）の対数値を差し引く
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ことによって計算した。すなわち、
　ＬＲＶ＝（Ｌｏｇ１０（コントロールカウント））－（Ｌｏｇ１０（濾液カウント））
【０２２１】
　コントロールは、１３０，０００ＣＦＵ／ｍＬ（５．１Ｌｏｇ　ＣＦＵ／ｍＬ）の平均
のコロニーカウントを示した。濾液ではカウントは認められず、実施例１３の円形物品の
ＬＲＶは５であった。
【０２２２】
　微生物懸濁液４：Ｓ．セレヴィシエ（S. cerevisiae）のビール懸濁液
　ＹＰＤ寒天プレートからのサッカロマイセス・セレヴィシエ（Saccharomycescerevisia
e）のストリーク培養物を用いて、最寄りの小売業者より購入したビール（アルコール４
．３％のミケロブ（Michelob）ゴールデンライトドラフトビール）３ｍＬ中、マクファー
ランド標準液０．５を調製した。約１０６ＣＦＵ／ｍＬを含む、得られた酵母ストック液
をビールで連続希釈して１０３ＣＦＵ／ｍＬを含む酵母懸濁液を得た。この試料をコント
ロール酵母懸濁液と呼ぶものとする。この懸濁液の１：１００希釈液を１００ｍＬのビー
ル中に接種して１０ＣＦＵ／ｍＬとすることにより、酵母添加（spiked）ビール試料を調
製した。この試料を、酵母添加ビールコントロール又は微生物懸濁液４と呼ぶものとする
。
【０２２３】
　実施例１７：実施例１２の多孔質マトリックス／濃縮剤上のＳ．セレヴィシエ（S.cere
visiae）の濃度
　直径１４ｍｍの円形片を実施例１２から打ち抜き、フィルターホルダー（Ｓｗｉｎｎｅ
ｘ）に挿入した。２０ｍＬシリンジを用いて、微生物懸濁液４（１００ｍＬ）をフィルタ
ーホルダーに５つのバッチで加えた。試料の全体が多孔質マトリックス／濃縮剤を通過し
た後、表面を滅菌したピンセットで円形片を空の滅菌１．５ｍＬポリプロピレンマイクロ
遠心チューブ（ブイ・ダブリュー・アール社（ＶＷＲ）、カタログ番号８９０００－０２
８）に移した。これを実施例１７とする。
【０２２４】
　次いで、実施例１７の捕捉効率を求めるため、１００μＬの酵素溶液及び５０μＬの、
試料調製キット（スリー・エム社（3M Company）（ミネソタ州セントポール）より販売さ
れる３Ｍ　ＣＬＥＡＮ－ＴＲＡＣＥ表面ＡＴＰシステム）からの抽出溶媒をマイクロ遠心
チューブに加えた。内容物をボルテックスミキサー（ブイ・ダブリュー・アール社（VWR
）（ペンシルベニア州ウェストチェスター）より販売されるＶＷＲ固定速度型ボルテック
スミキサー）上で約３２００回転／分で５秒間混合した。２０／２０ｎ　ＳＩＳソフトウ
ェアを備えたベンチトップ照度計（ターナー・バイオシステム社（Turner Biosystems）
（カリフォルニア州サニーベール）より販売される２０／２０ｎシングルチューブ照度計
）を使用して試料のＡＴＰシグナルを相対光単位（ＲＬＵ）で１分間、１０秒間隔で測定
した。ルミネセンス値を下記に述べるようにして分析した。捕捉された微生物を予め抽出
／溶出する必要なくＡＴＰの直接的検出を行った。
【０２２５】
　１００ｍＬの酵母無添加（unspiked）ビール（すなわち、Ｓ．セレヴィシエ（S. cerev
isiae）を加えないビール）を、実施例１２の多孔質マトリックス／濃縮剤から打ち抜い
た円形片に通して濾過することにより、バックグラウンドのＡＴＰレベルを測定した。こ
のコントロール円形片を、実施例１７について上記に述べた手順に従って処理し、ＡＴＰ
シグナルを測定した。
【０２２６】
　１００μＬのビールのみのＡＴＰシグナル（酵母無添加ビールのバックグラウンド）も
測定した。酵母無添加ビールとは、Ｓ．セレヴィシエ（S. cerevisiae）をいっさい加え
ていないビールのことを指す。バックグラウンドのＡＴＰシグナルを、試験試料を含むビ
ールのＡＴＰシグナルから引くことによって、表４に示されるような補正後のＡＴＰシグ
ナルの値を計算した。
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【０２２７】
　１０３ＣＦＵのコントロール（１００μＬ）及び濾過しない酵素添加ビール試料（１０
０μＬ）についてもＡＴＰシグナルを測定した。これらの試料を、１０３ＣＦＵコントロ
ール及び酵素添加ビールコントロール試料としてそれぞれ用いた。
【０２２８】
　下式に従ってコントロールの補正後のＡＴＰシグナルの値からＡＴＰシグナル率（％）
を計算した。
　ＡＴＰシグナル率（％）＝（補正後のＲＬＵ／１０３ＣＦＵコントロールからのＲＬＵ
）×１００
　結果を表４に示す。
【０２２９】
【表４】

【０２３０】
　酵母のカウントは、製造者の指示に従ってＹ／Ｍプレート上に１００ｍＬの酵母添加ビ
ールの１ｍＬを接種することにより測定し、試料は、全体で１３５０ＣＦＵの酵母細胞を
有した。
【０２３１】
　実施例１８～１９及び比較例Ｃ１３：牛肉試料の濾過
　９９ｍＬのバターフィールド緩衝液及び最寄りの食料品店より購入した牛挽肉試料１１
ｇ（脂肪分１５％）をストマッカーバッグに加え、製造者の指示に従って、２３０ｒｐｍ
の速度で３０秒間、ストマッカーで処理することにより、牛挽肉試料を調製した。
【０２３２】
　１０ｍＬの牛挽肉試料を１０ｍＬシリンジによりフィルターホルダー（Ｓｗｉｎｎｅｘ
）内の実施例１２の１４ｍｍ円形片に加えることによって実施例１８を調製した。シリン
ジをフィルターホルダーの入口ポートに嵌め込み、試料全体がマトリックスを通過するま
で、シリンジのプランジャーを用いて試料に陽圧を加えた。濾液の体積及び濾過時間を表
５に示す。
【０２３３】
　実施例１９及び比較例Ｃ１３は、実施例１９では実施例１２の代わりに実施例１３から
の円形片を使用し、比較例Ｃ１３では市販の０．２２ミクロンポリカーボネート（ＰＣ）
ワットマンフィルター（ＶＷＲ）を打ち抜いて得られた直径１４ｍｍの円形片を使用した
点以外は、実施例１８について上記に述べたのと同様にして調製し、試験を行った。
【０２３４】
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【表５】

【０２３５】
　上記のデータは、実施例１２及び１３の多孔質マトリックス／濃縮剤は、標準的な微生
物学的フィルター（ポリカーボネートフィルター）よりも幾分、目詰まりしにくく、更に
、複雑な試料マトリックスを処理する場合により高い濾過性能を有することを示している
。
【０２３６】
　実施例２０～２１及び比較例Ｃ１４：豆乳試料の濾過
　以下のようにして実施例２０を調製した。最寄りの食料品店より購入した豆乳（脂肪分
４．５ｇ）１１ｍＬを９９ｍＬのバターフィールド緩衝液と攪拌することにより豆乳試料
を調製した。１０ｍＬの試料を、１０ｍＬシリンジにより、フィルターホルダー（Ｓｗｉ
ｎｎｅｘ）内の実施例１２の１４ｍｍ円形片に加えた。シリンジをフィルターホルダーの
入口ポートに嵌め込み、試料全体がマトリックスを通過するまで、シリンジのプランジャ
ーを用いて試料に陽圧を加えた。濾液の体積及び濾過時間を表６に示す。
【０２３７】
　実施例２１及び比較例Ｃ１４は、実施例２１では実施例１２の代わりに実施例１３から
の円形片を使用し、比較例Ｃ１４では、やはり直径１４ｍｍの市販の０．２２ミクロンポ
リカーボネート（ＰＣ）ワットマンフィルター（ＶＷＲ）を使用した点以外は、実施例２
０について上記に述べたのと同様にして調製し、試験を行った。
【０２３８】

【表６】

【０２３９】
　上記のデータは、実施例１２及び１３の多孔質マトリックス／濃縮剤は、標準的な微生
物学的フィルター（ポリカーボネートフィルター）よりも幾分、目詰まりしにくく、更に
、複雑な試料マトリックスを処理する場合により高い濾過性能を有することを示している
。
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